
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小金井市教育委員会 

令和２年度 

小金井市教育委員会の権限に属する事務の 

管理及び執行の状況の点検及び評価報告書 

（評価対象：令和元年度事業） 

 



 

 

は じ め に 

 

 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等については、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の中で「教育委員会は、毎

年、教育委員会における活動状況について点検及び評価を行い、その結果に

関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければな

らない。」と定められています。また、同条第２項では、「点検及び評価を行

うに当たっては、学識経験者の知見の活用を図るもの」とされているところ

です。 

 小金井市教育委員会では、平成２０年１月に定めた教育目標及び平成２４

年２月に策定した基本方針の実現に向け、「第２次明日の小金井教育プラン」

及び「第３次小金井市生涯学習推進計画」に基づいて推進する「教育施策」

に係る主な事業（６６事業）について「点検及び評価表」を作成することと

しています。 

令和２年度（令和元年度事業評価）については、３人の学識経験者からい

ただいた貴重なご意見を踏まえ、以下のとおり評価報告書を作成しました。 

 

小金井市教育委員会 
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小金井市教育委員会の教育目標  

 

小金井市教育委員会は、平成３１年第２回小金井市教育委員会定例会にお

いて、以下の教育目標を可決しています。 

 

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者とし

て必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われるべき

ものである。 

また、教育には、一人一人の子供が自分のよさや可能性を認識するととも

に、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しなが

ら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り開き、持続可能な社会の

創り手となることが求められている。 

小金井市教育委員会は、このような考え方に立って、「みどりが萌える・

子どもが育つ・絆を結ぶ小金井市」の実現を目指し、以下の「教育目標」に

基づき、積極的に教育行政を推進していく。 

小金井市教育委員会は、子供たちが幅広い知識と教養を身に付けるととも

に、道徳心にあふれ、健康で人間性豊かに成長することを願い  

 ○ 自他の生命と人格を尊重し、礼儀正しく思いやりのある人  

 ○ 社会のルールを身に付け、社会貢献に努める人  

 ○ 自ら学び考え続ける、個性と創造力豊かな人 

の育成に向けた教育を推進する。 

また、すべての市民が生涯を通じ、あらゆる場で学び、支え合い、互いに

高め合うことを目指していく。 

 そして、家庭、学校及び地域のそれぞれが役割と責任を果たしながら、相

互の連携と協力による教育を推進する。 

 

（平成３１年２月１２日 小金井市教育委員会決定） 
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小金井市教育委員会の基本方針 

 

【基本方針１ 「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成】 

 

 すべての子供たちが、人権尊重の理念を正しく理解するとともに、思

いやりの心や社会生活の基本的ルールを身に付け、社会に貢献しようと

する精神を育むことが求められている。 

 このため、人権教育及び心の教育を充実するとともに、権利と義務、

自由と責任についての認識を深めさせ、公共心をもち自立した個人を育

てる教育を推進する。 

 

【基本方針２ 「個性」と「創造力」の伸長】 

 

 子供たち一人一人が、国際社会に生き社会の変化に対応できるよう、

自分のよさや可能性を認識できる自己肯定感を育み、持続可能な社会の

創り手となることが求められている。 

 このため、子供たちの個性と創造力を伸ばす教育を重視するととも

に、国際社会に生きる日本人を育成する教育を推進する。 

 

【基本方針３ 「信頼される学校づくり」と「確かな学力」の確立】 

 

 子供たちには、基礎的・基本的な知識・技能の習得と、思考力・判断

力・表現力等の育成、学びに向かう力、人間性等の涵養が求められてい

る。 

 このため、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を

進めるとともに、保護者や地域に信頼される魅力ある学校づくりを目指

した学校経営を支援する。 

 

【基本方針４ 「生涯学習」と「文化・スポーツ」の振興】 

 

 市民一人一人が、生涯にわたって学び、その成果を社会に還元できる

ようにするとともに、次代を担う子供たちの健やかな成長を社会全体で

支えることが求められている。 

 このため、学校・家庭・地域の教育力を高め、その連携が進むよう支

援するとともに、市民が生涯を通じて、自ら学び、文化・スポーツに親

しみ、社会参加できる機会の充実を図る。 

 

（平成３１年２月１２日 小金井市教育委員会決定） 
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令和元年度教育施策  

小金井市教育委員会では、「教育目標」及び「基本方針」を実現するための

「第２次明日の小金井教育プラン」・「第３次生涯学習推進計画」に基づき、

総合的に教育施策を推進するため、令和元年度の教育施策を次のとおり定め

ました。 

 

１ 知育・徳育・体育の推進 

 ⑴ 学力の向上 

  ア 教員の授業力向上 

   （ア） 基礎的・基本的な知識・技能の習得と、思考力・判断力・表現

力等の育成、学びに向かう力、人間性等の涵養を図るため、「主体

的・対話的で深い学び」の実現という視点からの授業改善を図る。 

   （イ） 教員の教科等の専門性や実践的指導力、幅広い識見を高め、授

業力を一層向上させるために、全教員が研究授業に取り組み指導案

等を市内教員間で共有する。また教職経験や職層に応じた研究・研

修の充実を図る。 

（ウ） 「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業を展開するために、

年間指導計画の充実、授業改善推進プランの作成・活用、児童・生

徒による授業評価の実施、授業公開の充実を図る。  

  （エ） 学習指導要領に基づいた年間指導計画の適正な作成と実施及び

評価の実施、教員の授業力向上に関する研修の充実を図る。  

 イ 学校における個別学習支援の充実 

  （ア） 学生ボランティアや地域の教育資源等を活用し、授業の指導補助、

放課後や夏季休暇等の補助学習を実施する等、確かな学力の定着を

図る。 

  （イ） 東京学芸大学等と連携して放課後等の学習の充実を図る。  

  ウ 家庭学習の充実 

   （ア） 学校と家庭が連携して家庭学習の習慣化を図るとともに、宿題

や予習・復習などの学習課題の充実を図る。 

   （イ） 家庭学習のすすめや保護者向け資料「ハートコンタクト」を作

成し、家庭での学習習慣の確立やそのための方法等についての啓発

を図る。 

  エ 情報教育の充実・教育の情報化 

   （ア） 家庭・地域との連携の下、ＩＣＴ機器の正しい使い方やインタ

ーネットやＳＮＳ等の利用に関するモラルやマナーを身に付ける

ための情報モラル教育の充実を図る。 

   （イ） 授業において、効果的にＩＣＴ機器を活用することで、児童・

生徒の情報活用能力を高めるとともに、学習内容への興味関心を引

き、わかりやすい授業を展開する。また、教員研修の充実を図る。 

   （ウ） 論理的思考育成に向けた、プログラミング教育の推進を図る。 
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 ⑵ 心の教育 

  ア 人権教育の充実 

   （ア） 教育活動全体を通じて、人権尊重の理念の定着を図るために人

権教育を一層推進し、偏見と差別のない望ましい人間関係を確立す

る。 

   （イ） いじめは、人間として絶対に許されない人権侵害である。「い

じめのないまち小金井宣言」の実現に向け、小金井市いじめ防止基

本方針及び学校いじめ防止基本方針に基づき、学校と家庭、地域社

会が連携し「いじめを絶対に許さない」ことを児童・生徒の心に浸

透させる。 

   （ウ） 小金井市子どもの権利に関する条例のリーフレット、人権教育

プログラム（東京都教育委員会）等を活用し、権利と義務、自由と

責任についての認識を深めさせ、鋭い人権感覚を身に付けた自立し

た個人を育てる教育を推進する。 

   （エ） 小金井市男女平等基本条例の男女両性の本質的平等の理念に基

づき、男女が互いの違いを認めつつ、個人として尊重されることを

児童・生徒に理解させ、その具現化を図る男女平等教育を推進する。 

  イ 豊かな心の育成 

   （ア） 児童・生徒が、自他をいつくしみ、かけがえのない生命や自然

を大切にする等、思いやりの心を育み、人間性豊かに成長できるよ

う心の教育の充実を図る。 

   （イ） 児童・生徒が、自分自身の問題と捉え向き合う「考える道徳」「議

論する道徳」の実現を目指した「特別の教科 道徳」の充実を図る。 

   （ウ） 児童会・生徒会が主体となって、道徳心や公共心、礼儀正しく

生活できる力が育つような校内の取組を推進する。  

   （エ） 東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、その歴史や

意義を学んだり、我が国と世界の国々の歴史や文化、習慣等を体験

したりすることで、進んで平和な社会の実現に貢献しようとする児

童・生徒を育成する。 

   （オ） 家庭や地域と連携した道徳教育の推進や道徳授業地区公開講座

の充実を図り、社会の一員としての自覚を高め、規範意識を育む教

育を推進するとともに、郷土小金井を愛し共に生きる子供を育成す

る。 

  ウ 教育相談の充実 

   （ア） 不登校やいじめ、暴力行為等、児童・生徒が抱える多様な課題

の解決に向け、早期発見・早期対応ができるように不登校カルテを

作成のうえ活用し、学校における組織的な教育相談体制の強化を行

い、校内支援体制の充実を図るとともに、教員研修の充実を図る。 

   （イ） 児童・生徒が抱える多様な課題等の対応に当たっては、状況に

応じて関係機関等との連携を図りながら、組織的な対応の充実に取

り組む。 
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   （ウ） 不登校等の課題に対応するため、スクールカウンセラーを学校

の生活指導や教育相談組織の中で活用することで、学校の教育相談

機能を充実させる。また、教育相談所、もくせい教室及び他の相談

機関との連携を深め、児童・生徒等に対する教育相談体制の充実を

図る。 

   （エ） スクールソーシャルワーカーを派遣し、児童・生徒が置かれた

様々な環境への働きかけや関係機関とのネットワークを活用する

ことで、児童虐待や家庭の状況等に起因する問題行動等の未然防止、

早期発見及び改善を図る。 

  エ 社会貢献精神の育成 

   （ア） 社会の一員としての自覚を高め、規範意識等を育むために、教

育計画に基づき、教職員の適切な指導のもと、社会体験活動やボラ

ンティア活動等の充実に努める。 

   （イ） 職場体験学習の充実を図り、望ましい勤労観・職業観を育むと

ともに、子供たちの生き方指導や進路に関する指導の充実を図る。 

  オ ふるさと教育の推進 

（ア） 日本や世界の伝統・文化に触れる異文化教育や小金井市に由来す

る人物、風土、環境等を学ぶふるさと教育を通じて、多様な文化や

郷土に対する理解を深めるとともに、国際的視野を広める教育を推

進する。 

   （イ） 児童・生徒及び教員が、郷土の自然や人、社会や文化、産業と

触れ合う機会を充実させ、ふるさとのよさの発見や愛着心を育むた

めに、積極的に地域と関わる。 

 ⑶ 健康教育 

  ア 食育の推進 

    食育リーダーによる指導方法の研究を行い、食育を推進する。新入

生に食育リーフレットを配布することで、家庭における食生活の大切

さの理解向上を図る。また、給食では、地場野菜を活用し、和食献立

を充実させる。 

  イ 児童・生徒の体力向上 

   （ア） 東京オリンピック・パラリンピックに関連した体験や活動を通

して、児童・生徒が積極的に運動やスポーツに親しみながら、体力

の向上を図る。 

（イ） 体力向上推進委員会による児童・生徒の体力調査の実施、分析を

もとに体育的活動の改善に努め、体力のさらなる向上を図る。  

（ウ） 関係機関と連携した保健教育を推進し、健康で安全な生活を送る

能力や態度の育成を図る。 

 ⑷ 福祉教育心のバリアフリー事業の推進 

ア 障害のある人との交流活動や福祉体験活動等に取り組み、自他を尊

重する心や障害についての理解教育の充実を図る。 

イ 障害のある人との相互理解を深め、共に助け合い、支え合って生き
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ていくことの大切さを学ぶための交流教育の充実や副籍制度に基づ

いた交流及び共同学習を推進する。 

 ⑸ 特別支援教育の充実 

ア 障害のある児童・生徒の教育的なニーズに応じた多様な学びの推進

に向け、巡回相談、専門相談、校内委員会を充実させる。  

イ 障害のある児童・生徒の教育的なニーズに応じた指導、支援の充実

に向け特別支援教室の設置や効果的な活用、合理的配慮の提供等につ

いての研究を推進する。 

ウ 全教職員の特別支援教育に関する資質、能力を高めるために、校長

会、特別支援教育研修会、特別支援学級推進委員会を充実させる。  

エ 特別支援教育支援員を配置し、学校における学習支援や日常生活上

の介助等を含め、特別な支援が必要な児童・生徒の支援を一層充実さ

せる。 

オ 特別な支援を必要とする子供のライフステージに応じた効果的な

支援を実現するために、特別支援教育研修会や市民等を対象とした講

演会の開催、関係する福祉担当部局と連携することで、支援体制の充

実を図る。 

 

２ 教育環境の整備 

⑴ 学校地域連携の推進 

ア 校長のリーダーシップのもとに、学校の自主性と自律性を確立し、

学校、家庭、地域と連携・協力した特色ある教育活動を推進すること

で各校の教育力の向上を図る。 

イ 小金井市公立学校運営連絡会による保護者や地域住民の参画や積

極的な授業公開の実施等、開かれた学校づくりを一層推進する。  

ウ 学校評価に基づき、学校の教育活動を積極的に保護者や地域住民に

説明し、効率的で透明性の高い学校運営を推進する。  

エ 全校で地域や近隣の大学、研究所、高度教育機関等との連携を深め、

地域・外部の人材等を活用した学校支援体制の整備の充実を図る。  

オ 保護者や地域住民との一層の連携を図り、登下校時の見守り等の取

組を推進し、通学路や学区域内での児童・生徒の安全確保に努める。 

 ⑵ ＩＣＴ環境の整備 

児童・生徒用情報端末の台数・機器を更新し、児童・生徒の学習環境

の向上及び情報化への対応を推進するとともに、新学習指導要領の実施

に向けたＩＣＴ教育環境の整備を計画的に推進する。  

 ⑶ 学校施設整備等の推進 

ア 学校教育の質的向上を図るため、施設・設備及び教育機器等の教 

材・教具、図書等を充実させるとともに有効活用に努める。  

イ 安全・安心な教育環境づくりに努めるとともに、地域の防災拠点の

機能を併せもつ学校施設としての充実を図る。 
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３ 「生涯学習」と「文化・スポーツ」の振興 

⑴ 生涯学習の推進 

ア 市民一人一人が生涯にわたって自ら学び、文化・スポーツに親しみ、

その成果を地域社会の活動に反映できるよう第３次小金井市生涯学

習推進計画に沿って施策の推進に努める。 

イ 学校、家庭、地域がその役割と責任を自覚し、相互に連携協力して

地域全体で教育力を高める活動を推進する。 

ウ 地域の貴重な資源である大学、文化施設、ＮＰＯ等市民団体と連携

して生涯学習施策を推進する。 

エ 退職前後の中高年層を対象として、学習の機会や情報を提供し、地

域活動への参加を推進する。 

オ 市民の学習活動に資するため、市報やホームページ等を活用し、積

極的に情報提供に努める。 

⑵ 青少年教育の推進 

ア 家庭教育の充実を図るため、家庭教育に関する学習の機会や情報提

供の充実を図る。 

イ 子供たちの安全安心な居場所づくりとして、学校、家庭、地域と一

体となって実施している「放課後子ども教室」事業の充実を図る。  

ウ 清里山荘指定管理者と連携し､青少年が豊かな人間関係や社会性を

育んでいくことができるよう、自然体験教室、ふれあい体験教室等多

くの体験活動の機会を提供するとともに、自然や科学に対する関心を

深め、創造性豊かな青少年の育成に努める。 

⑶ スポーツ・レクリエーション活動の推進 

ア 幼児期から高齢者までの市民が、スポーツ・レクリエーションに親

しむ機会の場を提供し、健康・体力づくりを推進する。小金井市スポ

ーツ推進計画を、スポーツ関係団体や市民と協働して推進する。  

イ 楽しむスポーツから競技スポーツまで、幅広いスポーツ・レクリエ

ーションの振興を図るため、スポーツ団体の活動を支援する。  

ウ 誰でも、いつでも気軽にスポーツすることができる環境づくりとし

て体育協会や総合型地域スポーツクラブの活動を支援する。  

エ スポーツ・レクリエーションの普及のため、スポーツ団体と連携し

て、指導者の育成・派遣等の指導体制の充実を図る。  

⑷ 文化財の保存と啓発活動の推進 

ア 貴重な文化遺産を後世に継承していくため、埋蔵文化財の調査・保

存・市指定文化財の保存及び郷土芸能の伝承を支援していくとともに、

文化財センターの機能の充実を図る。 

イ 市民の郷土に対する理解を深め地域資料を利活用するため、古文書

等の調査を進め、市史編纂資料集等を刊行する。  

ウ 市民が生涯を通じて、地域の歴史や文化財に親しむことができるよ

う、文化財等の解説や学習団体の支援の充実を図る。  

エ 史跡玉川上水、名勝小金井（サクラ）の整備活用を通して、東京都
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及び市民団体と協働してヤマザクラ並木の歴史的景観を復活させる

等、協働のまちづくりを推進する。 

⑸ 公民館の充実 

ア 誰もが気軽に立ち寄り、共に学び、共にふれあう身近な公民館運営

に努める。 

イ 公民館運営に公民館運営審議会委員、企画実行委員の他、市民参加

を図り、関連諸機関や市民団体とも協働して充実を図る。  

ウ 事業の実施には、地域社会との連携に努め、団体・サークルやＮＰ

Ｏ法人等の諸機関・諸団体とも協力して充実を図る。  

エ 主催講座については、地域的・今日的な課題、心豊かに生きること

のできる学びの充実を図り、市民の自主的・自発的な学習活動の推進

を支援する。 

オ 市民の学習活動に機材・教材を提供し、活動の場の環境整備に努め

る。 

カ 広報活動に市民も参加し、情報の提供に努める。  

キ これまでの公民館が果たしてきた役割を踏まえ、公民館の中長期計

画の策定を進める。 

⑹ 図書館の充実 

ア 「いつでも」、「どこでも」、「だれでも」、「なんでも」利用で

きる図書館運営に努める。 

イ 「小金井市立図書館運営方針（改訂版）」に基づき、図書館施策を

推進する。 

ウ 子供の読書活動推進のため、「第３次小金井市子ども読書活動推進

計画」に沿って施策の推進に努める。 

エ 図書館の利便性向上のため、利用者用インターネット端末の拡充、

電子図書の導入、様々なデータベースの提供、資料用ＩＣタグの導入

などのＩＣＴ化推進について検討を進める。 

⑺ 社会教育施設の整備 

ア 市民の学習・文化活動及び集会の場として、施設の整備等を推進す

る。 

イ 市民のスポーツ・レクリエーション活動の場として、施設の整備充

実を図る。 

ウ 公民館、図書館、体育館、学校など既存施設の有効活用を積極的に

推進する。 

エ 震災の経験を踏まえた施設のあり方を検討する。  
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教育施策・主要事業 

教育目標・基本方針・各計画・教育施策の関係 

 

 

 

○理念的な原理・原則 

 

 

 

 

 

 

 

○中期的な計画 

 

 

 

 

 

○当該年度の短期的な計画 

（毎年度策定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小金井市教育委員会の 

教育目標・基本方針 

「第２次明日の小金井教育プラン」（学校教育） 

 

「第３次小金井市生涯学習推進計画」（生涯学習） 

小金井市教育委員会が目指す教育の実現 
 

小金井市教育委員会は、「教育目標」及び「基本方

針」の実現に向け「第２次明日の小金井教育プラン」

と「第３次小金井市生涯学習推進計画」を策定してい

ます。 

これらの中期的な計画に基づき、当該年度に実施す

る「教育施策」及び「主要事業」を明確化することが

できるようにします。 

これらの「教育施策」及び「主要事業」等を推進し

ていくことで、小金井市教育委員会が目指す教育を実

現していきます。 
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令和２年度 点検及び評価対象事業（令和元年度実施事業） 

【学校教育】 施策 点検及び評価対象項目名 担当

1 学力の向上 ⑴ 教員の授業力向上 1 全教員が研究授業の実施 指導室

2 学校における校内研究等の実施 指導室

3 授業力向上に関する教員研修の実施 指導室

⑵ 学校における個別学習支援の充実 4 東京学芸大学との連携事業による学習支援の実施 指導室

5 地域及び学生ボランティア等の人数拡大 指導室

6 放課後及び夏季休業日等における補充的な学習の実施 指導室

7 個別指導による授業の振り返りの実施 指導室

⑶ 家庭学習の充実 8 宿題や予習・復習などの学習課題についての検討・実施 指導室

9 保護者を対象にした講演会の実施 指導室

10 家庭学習のしおりの検討・作成・配布 指導室

⑷ 情報教育の充実・教育の情報化 11 情報リテラシー及び情報モラル教育の実施 指導室

12 情報教育推進委員会等による教員研修の実施 指導室

13 ＩＣＴを活用した授業改善の実施 指導室

2 心の教育 ⑸ 人権教育の充実 14 学校の全教育活動を通じた計画的な人権教育の実施 指導室

15 「小金井市子どもの権利に関する条例」の周知 指導室

16 人権教育に係る教職員研修の実施 指導室

⑹ 豊かな心の育成 17 児童会、生徒会等による主体的活動の実施 指導室

18 学校における体験活動の実施 指導室

19 学区・保護者・地域が連携した道徳教育の実施 指導室

⑺ 教育相談の充実 20 いじめ、不登校等に対する組織的な教育相談の実施 指導室

21 専門機関と連携した教育相談の実施 指導室

22 教育相談等に係る教員研修の実施 指導室

⑻ 社会貢献精神の育成 23 地域・ボランティア活動の啓発 指導室

24 意図的、計画的なキャリア教育の実施 指導室

⑼ ふるさと教育の推進 25 郷土に対する理解や郷土愛に関する学びの実施 指導室

26 教員及び児童・生徒の地域行事への参加 指導室

3 健康教育 ⑽ 食育の推進 27 食育リーダー会議の開催 学務課

28 食に関するリーフレットの作成・配布・改定 学務課

29 特色ある献立の定期的な提供 学務課

⑾ 児童・生徒の体力向上 30 オリンピック・パラリンピックに関連した体験や活動等を重視した教育の実施 指導室

31 基礎体力や運動技能を高める体育授業の実施 指導室

4 福祉教育 ⑿ 心のバリアフリー事業の推進 32 福祉体験活動の実施 指導室

33 障害のある方との交流活動の実施 指導室

5 特別支援教育 ⒀ 特別支援教育の充実 34 職層、職種別の教員研修の実施 指導室

35 特別な教育ニーズがある児童・生徒に対する人的支援の実施 指導室

36 特別支援教室等を活用した学習の実施 指導室

6 地域連携 ⒁ 学校地域連携の推進 37 近隣大学、研究所及び高度教育機関等との連携事業の実施 指導室

38 学校と地域の連携事業の実施 指導室

7 ICT環境の整備 ⒂ ＩＣＴ機器の整備 39 教育用ＩＣＴ機器の整備 学務課

8 学校施設 ⒃ 学校施設整備の推進 40 計画的・長期的な方針に基づく、長寿命化を含めた学校施設整備計画の策定 庶務課

41 トイレ整備事業 庶務課

【生涯学習】 施策 点検及び評価対象項目名 担当

1 ⑴ 学びに関する情報提供と相談体制の充実 42 サークル案内 生涯学習課

⑵ 自主的な学習活動への支援 43 まなびあい出前講座 生涯学習課

⑶ 施設の充実と有効活用の推進 44 公民館維持管理事業 公民館

45 図書館維持管理業務 図書館

46 総合体育館維持管理事業 生涯学習課

47 文化財センター維持管理事業 生涯学習課

2 ⑷ 子どもの居場所づくり 48 放課後子ども教室 生涯学習課

⑸ 世代に応じた学習機会の充実 49 おはなし会事業 図書館

50 青少年のための科学の祭典 生涯学習課

51 家庭教育学級 生涯学習課

52 少年自然の家維持管理事業 生涯学習課

53 シニア世代のための地域参加講座 生涯学習課

⑹ 多様な学習機会の提供 54 貸出サービス事業 図書館

55 ITサポート事業「こがねいパソコン相談室」 公民館

56 市民が作る自主講座 公民館

57 青年国際交流講座「生活日本語教室」 公民館

58 市史編さん活動 生涯学習課

59 古文書講座 生涯学習課

60 体育協会・総合型地域スポーツクラブ補助事業 生涯学習課

61 スポーツ開放・学校開放事業 生涯学習課

62 市民体育祭 生涯学習課

3 ⑺ 歴史に親しむ機会の提供 63 名勝小金井（サクラ）復活プロジェクト 生涯学習課

⑻ 地域人材・リーダーの育成と活用の促進 64 ボランティアセミナー 生涯学習課

65 スポーツ推進委員事業 生涯学習課

4 学び合いのネット
ワークづくり ⑼ 生涯学習の市外との広域連携の推進 66 広域連携 図書館
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令和２年度 評価基準 

 

 令和２年度（令和元年度事業）の点検評価を実施するに当り、評価指標は

以下のとおりとします。 

 

Ｓ 
達成し、予想以上の

効果又は取り組み

となっている。 

施策に沿って事業を進め、当該年度目標及び

事業目標を達成し、予想以上に効果的な結果又

は目標以上の優れた取り組みとなっている。

（今後の事業展開は、「拡充」） 

Ａ 達成している。 

施策に沿って事業を進め、当該年度目標を達

成し、順調に事業目標に向かっている。又は、

事業目標を達成している。（今後の事業展開は、

「拡充」又は「継続（現状維持）」） 

Ｂ 概ね達成している。 

施策に沿って事業を進め、当該年度目標を概

ね達成したが、事業目標の達成に向けて、改善

の余地がある。（今後の事業展開は、「継続（現

状維持）」又は「見直し（手法等）」） 

Ｃ 
達成見込みはある

が、一部課題があ

る。 

施策に沿って事業を進めてはいるが、当該年

度目標を達成したとはいえず、事業目標の達成

見込みがあるものの、改善する必要がある。（今

後の事業展開は、「見直し（手法等）」） 

Ｄ 
達成に向けて困難

な課題がある又は

着手していない。 

施策に沿って事業を進めてはいるが、当該年

度目標を達成することのできない大きな課題

がある。又は、事業自体に着手できていない。

（今後の事業展開は、「廃止（縮小）」） 

※ 今後の事業展開の指標は、目安である。 
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点検及び評価表（学校教育） 

 

１ 概要 

学校教育の点検及び評価に当たっては、昨年同様、小金井市教育委員

会の基本方針に基づいた第２次明日の小金井教育プラン（平成２８年度

から令和２年度まで）の重点施策である４１事業を評価対象とした。 

令和元年度については、全事業についてＢ評価（概ね達成している。）

以上と評価した。学校教育における事業が大きな問題なく推進できてい

るものと評価できる。 

前年度の評価結果と比較すると、１事業の評価が下がったものの、１

事業の評価が２段階上がり、改善がみられた結果となった。具体的には、

「20 いじめ、不登校等に対する組織的な教育相談の実施」をＳからＡ評

価とした。次に「38 学校と地域の連携事業の実施」をＢからＳ評価とし

た。令和元年度は緑小学校をコミュニティ・スクール研究校に指定し、

全小・中学校で地域との連携事業を実施したことにより、成果が上がっ

ているものとして評価を上げた。 

また、コロナウイルス感染防止のため、学校保健安全法第２０条に基

づき、令和２年３月２日から全小・中学校で臨時休校したものの、前年

度に引き続きＣ・Ｄ評価が無いことについては、担当課を中心に小中学

校・関係各部局・関係機関と連携しながら、施策及び事業目標の達成に

職員が努力した結果であると考えられる。 

 

 

２ 評価結果総括 

事業数 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

⑴　教員の授業力向上 3 3

⑵　学校における個別学習支援の充実 4 2 2

⑶　家庭学習の充実 3 1 2

⑷　情報教育の充実・教育の情報化 3 3

⑸　人権教育の充実 3 3

⑹　豊かな心の育成 3 3

⑺　教育相談の充実 3 3

⑻　社会貢献精神の育成 2 2

⑼　ふるさと教育の推進 2 1 1

⑽　食育の推進 3 3

⑾　児童・生徒の体力向上 2 2

⑿　心のバリアフリー事業の推進 2 2

⒀　特別支援教育の充実 3 3

⒁　学校地域連携の推進 2 1 1

⒂　ＩＣＴ機器の整備 1 1

⒃　学校施設整備の推進 2 2

合　　　計 41 1 33 7 0 0

2.4% 80.5% 17.1% 0.0% 0.0%内　訳（％）  
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３ 評価表 

 

施策１ 学力向上 担 当 

⑴  教員の授業力向上 指導室 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

児童・生徒が個性と能力を伸ばし、変化の激しいこれからの社会を生き

ていくための基礎として、「確かな学力」を育成することが必要である。 

そのために、学校教育の大前提である児童・生徒理解に基づき、学ぶ意

欲や知的好奇心を高め、基礎的・基本的な知識・技能とこれらを活用する

ために必要な思考力・判断力・表現力等を身に付けることができるよう、

教員の授業力の向上を図る。 

そのため、授業力の向上に関する教員研修の充実、学校における校内研

究の充実、「開かれた学校の推進」を目指す。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

１ 全教員が研究授業の実施 

全教員が年に１回研究授業を実施し、指導案、教材等を共有する。 

２ 学校における校内研究の実施 

全小・中学校が各校でテーマを設定し、校内研究を実施する。 

３ 授業力向上に関する教員研修の実施 

職層や経験に応じた教員向けの研修を実施する。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

１ 全小・中学校の全教員が研究授業を実施することができた。また、全

校で教材等のデータを共有フォルダに掲載した。 

２ 全小・中学校がそれぞれ課題としているテーマを設定し、校内研究を

実施することができた。 

３ 教育委員会主催で初任者・２年次・３年次研修、新任主任教諭研修、

新任主幹教諭研修、夏期特別研修等を開催し教員の授業力向上を図る

ための研修を実施した。国や東京都の授業力向上を図るための研修に

ついても、学校に周知し参加を呼びかけた。 

  また、校内研修でも授業力向上に関わる研修を実施し、講師として市

教委が指導に当たることもあった。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

教員の授業力向上は終わりがない。児童・生徒の学力調査等の結果はよ

いものとなっているが、今後も授業改善を進めていく。 
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１ 全教員が研究授業の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

小・中学校の全教員が研究授業を実施し、指導案、

教材等を共有した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

すべての教員が、年１回の研究授業を実施するだけでなく、ICT を活用

して、指導案や教材等を市内の教員で共有していきたい。 

 

２ 学校における校内研究の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

全小・中学校が新しい学習指導要領に関連したテ

ーマを設定し、校内研究を実施することができた。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

小学校は新学習指導要領が始まり、中学校は次年度からである。新学習

指導要領の理解を深めることは、教員の授業力向上のために大切である。

今後も新しい学習指導要領に関連したテーマを設定し、ICT を活用した授

業改善を中心とした校内研究を実施させる。 

 

３ 授業力向上に関する教員研修の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

初任者・２年次・３年次研修、新任主任教諭研修、

新任主幹教諭研修、夏期特別研修等を開催し教員の

授業力向上を図るための研修を実施した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

個々の教員の資質、能力の向上のため職種・職層に応じた研修の充実を

図る。 
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施策１ 学力向上 担 当 

⑵  学校における個別学習支援の充実 指導室 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

学力向上のためには、児童・生徒一人一人に応じた個別指導の充実が必

要である。授業の中での個に応じた指導は、どの教員も行っているところ

であるが、特に学習の定着ができていない児童・生徒には授業以外での個

別の学習支援が大切である。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

４ 東京学芸大学との連携事業による学習支援の実施 

 東京学芸大学との連携事業で放課後や夏季休業日の学習支援教室を実

施する。 

５ 地域及び学生ボランティア等の人数拡大 

 小・中学校において、地域及び学生ボランティアによる放課後や土曜日

等の学習教室を実施する。 

６ 放課後及び夏季休業日等における補充的な学習の実施 

 児童・生徒に基礎的・基本的な学習の確実な定着を図るため、放課後及

び夏季休業日等に補充的な学習教室を実施する。 

７ 授業の振り返りの実施 

 教員には一時間の授業の中で最後に学習したことを振り返る活動を取

り入れるよう指導し、一人一人が授業を振り返る活動を行わせる。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

４ 東京学芸大学との連携事業で放課後の学習支援教室を小学校１校・中

学校１校で実施した。また、夏季休業日には市内全小中学生の希望者

に学習支援教室を実施した。 

５ 小・中学校において、地域及び学生ボランティアによる放課後や土曜

日等の学習教室を実施した。できる限りの個別指導が行われるように

している。 

６ 児童・生徒に基礎的・基本的な学習の確実な定着を図るため、放課後

及び夏季休業日等に補充的な学習教室を実施した。 

７ 研修等で教員に一時間の授業の中で最後に学習したことを振り返る

活動を取り入れるよう指導した。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

学力向上のためには一人一人に応じた個別の指導が必要である。大学、

地域と連携した学習教室のさらなる充実を図る。 
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４ 東京学芸大学との連携事業による学習支援の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 
□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

東京学芸大学との連携事業で放課後の学習支援

教室を小学校１校・中学校１校で実施した。また、

夏季休業日には市内全小中学生の希望者に学習支

援教室を実施した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

学芸大学との連携事業は令和元年度で終了した。学芸大学との連携事業

は別のテーマで進めていく。学習支援は、他大学との連携を視野に検討し

ていく。 

 

５ 地域及び学生ボランティア等の人数拡大 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 

□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｂ Ｂ 

令和元年度学生ボランティアに配布した図書カ

ードは、小学校のべ４６０人、中学校のべ８６人で

あった。その他、インターンシップの学生や PTA、

地域の方の無償ボランティアも各校で支援に入っ

ている。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

学生ボランティアだけでなく、広くボランティア活動の方々が学校の支

援に当たれるよう、外部人材活用すべてに謝金を支払えるよう制度を整備

する。 

 

６ 放課後及び夏季休業日等における補充的な学習の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｂ Ｂ 

児童・生徒に基礎的・基本的な学習の確実な定着

を図るため、全小・中学校が放課後及び夏季休業日

等に補充的な学習教室を実施した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

児童・生徒に基礎的・基本的な学習の確実な定着を図るため、放課後及

び夏季休業日等に補充的な学習教室を充実していく。ＩＣＴを活用して、

オンラインでも学習できるよう工夫をしていく。 

 

７ 授業の振り返りの実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

研修等で教員に１時間の授業の中で最後に学習

したことを振り返る活動を取り入れるよう指導し

た。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

今後も研修等で教員に１時間の授業の中で最後に学習したことを振り

返る活動を取り入れるよう指導していく。 
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施策１ 学力向上 担 当 

⑶  家庭学習の充実 指導室 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

学校での学習内容の定着には、家庭学習の充実が大切である。学習習慣

を身に付けさせるために家庭学習の充実を図る。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

８ 宿題や予習・復習などの学習課題についての検討・実施 

宿題や予習・復習などの学習課題について学年の教員で検討したり、学

校全体で調整したりする。 

９ 保護者を対象にした講演会の実施 

保護者を対象に家庭学習の大切さややり方などについて講演会を実施

する。 

１０ 家庭学習のしおりの検討・作成・配布 

家庭学習のしおりの検討・作成・配布をする。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

８ 宿題や予習・復習などの学習課題について学年の教員で検討したり、

学校全体で調整したりするよう指導した。 

９ 各学校で保護者会等の機会をとらえて、保護者を対象に家庭学習の大

切さややり方などについて講演等を行った。 

10 各学校の実態に応じて、各学校が家庭学習のしおりを作成した。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

家庭学習は重要ではあるが、各学校、各家庭の実態に応じて考えなけれ

ばならない。教育委員会としては、各学校へ家庭への理解を深めるよう指

導していく。 
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８ 宿題や予習・復習などの学習課題についての検討・実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

宿題や予習・復習などの学習課題について学年の

教員で検討したり、学校全体で調整したりするよう

指導した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

発達段階や習熟の程度に応じた学習課題であることが大切であること

から、学校全体で方針をもって実施させていきたい。 

 

９ 保護者を対象にした講演の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｂ Ｂ 

全小・中学校で保護者会等の機会をとらえて、保

護者を対象に家庭学習の大切さ学習の仕方などに

ついて講演を行った。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

今後も、地域や実態に応じた講演とするため、各学校で実態に応じて、

保護者会等で家庭学習の大切さや学習の仕方などの講演を実施していく。 

 

１０ 家庭学習のしおりの検討・作成・配布 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｂ Ｂ 

各学校の実態に応じて、各学校が家庭学習のしお

りを作成した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

発達段階や習熟の程度に応じた家庭学習のあり方は違うことから、各学

校の実態に合わせた家庭学習のしおりを作成するように指導する。 
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施策１ 学力向上 担 当 

⑷  情報教育の充実・教育の情報化 指導室 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

情報化社会の急激な進歩に伴い、児童・生徒を取り巻く環境も大きく変

化している。情報教育の充実及び教育の情報化を進めていく。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

１１ 情報リテラシー及び情報モラル教育の実施 

各教科等の指導を通して情報モラルを身に付け、コンピュータや情報通

信ネットワークなどの情報手段を適切かつ主体的、積極的に活用できるよ

うにする。 

１２ 情報教育推進委員会等による教員研修の実施 

教員が授業でコンピュータ等を円滑かつ効果的に活用する力を身に付

けるとともに、情報教育の実践的指導力を身に付ける。 

１３ ＩＣＴを活用した授業改善の実施 

情報化社会に適応する能力を培うことを視野に入れたＩＣＴ機器を活

用した授業を実施し、情報教育の充実・教育の情報化を推進する。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

11 各教科等を通して情報モラルを身に付ける指導を行った。また、全

小・中学校でＳＮＳ学校ルールを作成し、情報モラル教育に取り組ん

だ。 

12 情報教育推進委員会を年２回実施した。プログラム教育推進校を１校

指定し、授業公開を実施した。 

13 ＩＣＴ活用授業推進校を２校（前原小・本町小）、研究奨励校として

１校（南中）を指定し、授業公開を行った。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

ＧＩＧＡスクール構想を推進し、１人１台のパソコンの整備を目指す。

プログラミング教育だけでなく、各教科等での活用の仕方を研究してい

く。 
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１１ 情報リテラシー及び情報モラル教育の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

各教科等を通して情報モラルを身に付ける指導

を行った。また、全小・中学校でＳＮＳ学校ルール

を作成し、情報モラル教育に取り組んだ。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

学習指導要領に則した教育活動の適切な実施を行う。その中で情報リテ

ラシー及び情報モラル教育の内容を適切に扱う。 

 

１２ 情報教育推進委員会等による教員研修の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

情報教育推進委員会を年２回実施した。プログラ

ミング教育推進校を１校指定し、授業公開を実施し

た。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

ＧＩＧＡスクール構想で１人１台のパソコン整備を目指す。情報教育推

進委員会は、次世代教育推進委員会として学校の教育活動、家庭学習支援

などＩＣＴの活用について研究、研修の充実を図っていく。 

 

１３ ＩＣＴを活用した授業改善の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

ＩＣＴ活用授業推進校を２校（前原小・本町小）、

研究奨励校として１校（南中）を指定し、授業公開

を行った。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

次世代教育推進委員会として学校の教育活動、家庭学習支援などＩＣＴ

の活用について研究、研修の充実を図っていく。その成果を全校に広め、

ＩＣＴを活用した授業改善を進めていく。情報教育アドバイザーの拡充を

検討する。 
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施策２ 心の教育 担 当 

⑸  人権教育の充実 指導室 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

教職員の児童・生徒理解のもと、全教育活動を通して、一人一人を大切

にする組織的・計画的な人権教育を実施する。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

１４ 学校の全教育活動を通じた計画的な人権教育の実施 

各学校で全ての教育活動を通して、意図的で計画的な人権教育の推進を

図る。 

１５ 「小金井市子どもの権利に関する条例」の周知 

「小金井市子どもの権利に関する条例」を全ての学校に周知し、リーフ

レットを活用して児童・生徒の理解を深める。 

１６ 人権教育に係る教職員研修の実施 

人権教育に関する教職員向けの研修会を実施し、人権感覚を高めるよう

指導した。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

14 全小・中学校で人権教育推進計画を策定している。計画に従い、各教

科等の関連を図りながら実施している。 

15 「小金井市子どもの権利に関する条例」リーフレットを全小・中学校

に配布し、活用するよう周知した。 

16 人権尊重教育推進校公開授業・講演会への参加をすすめた。人権教育

推進委員が各校での人権教育の推進役となり、校内での研修を行っ

た。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

一人一人の児童・生徒を大切にするという考えは、全ての教育活動を通

じて行わなければならない。今後も人権教育の充実を図っていく。 
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１４ 学校の全教育活動を通じた計画的な人権教育の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

全小・中学校で人権教育推進計画を策定してい

る。計画に従い、各教科等の関連を図りながら実施

している。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

各教科等と総合的な学習の時間、道徳の時間など関連をもたせながら、

計画的に実施するよう指導していく。 

 

１５ 「小金井市子どもの権利に関する条例」の周知 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

「小金井市子どもの権利に関する条例」リーフレ

ットを全小・中学校に配布し、活用するよう周知し

た。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

今後もリーフレットを活用し、発達段階に応じた指導の工夫等を促して

いく。 

 

１６ 人権教育に係る教職員研修の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

本市の人権尊重教育推進校での公開授業・講演会

に市内全小学校から参加した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

教職員の人権感覚を磨くことが、子ども達の人権教育推進にもつながる

ことから、職層に応じた人権教育に関する研修の充実を図る。 
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施策２ 心の教育 担 当 

⑹  豊かな心の育成 指導室 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

児童・生徒が自他をいつくしみ、かけがえのない生命や自然を大切にす

るなど、思いやりの心を育み、人間性豊かに成長できるよう心の教育の充

実を図る。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

１７ 児童会、生徒会等による主体的活動の実施 

児童会・生徒会が主体となって、道徳心や公共心、礼儀正しく生活でき

る力が育つような校内の取組を推進する。 

１８ 学校における体験活動の実施 

職場体験や福祉体験等、学校における体験活動を通して、児童・生徒の

豊かな心の育成に取り組む。 

１９ 学校・保護者・地域が連携した道徳教育の実施 

家庭や地域と連携した道徳教育の推進を図り、社会の一員としての自覚

を高め、規範意識を育む教育を推進する。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

17 児童会・生徒会等が主体となって、あいさつ運動、いじめ防止などの

取組を実施した。 

18 職場体験や福祉体験等、各教科等と効果的に関連付けた学習活動を実

施した。 

19 全小中学校１４校で道徳授業公開講座を実施した。保護者、地域と連

携した道徳教育の推進が図られた。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

児童・生徒が自他をいつくしみ、かけがえのない生命や自然を大切にす

るなど、思いやりの心を育み、人間性豊かに成長できるよう、さらなる心

の教育の充実を図る。 
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１７ 児童会、生徒会等による主体的活動の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

児童会・生徒会等が主体となって、あいさつ運動、

いじめ防止などの取組を実施した。小金井教育の日

に中学校生徒会活動の情報交換を行った。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

児童会・生徒会等による主体的活動が、各校の創意工夫により、一層活

性化するよう、これまでの取組を継続していく。 

 

１８ 学校における体験活動の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

職場体験や福祉体験等、各教科等と効果的に関連

付けた学習活動を実施した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

職場体験や福祉体験等の成果のあった事例を校長会、教務主任研修会等

で紹介するなど、各学校における体験活動の内容をより一層工夫させる。 

 

１９ 学校・保護者・地域が連携した道徳教育の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

全小中学校１４校で道徳授業公開講座を実施し

た。保護者、地域と連携した道徳教育の推進が図ら

れた。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

学校・保護者・地域が一層の連携を進める中で、指導主事等が学校訪問

し、直接指導・助言するなど、特別の教科道徳についての理解を深めてい

く。 
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施策２ 心の教育 担 当 

⑺  教育相談の充実 指導室 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

いじめや不登校等、児童・生徒が抱える多様化、複雑化した課題の解決

に向け、教員の資質向上を図り、スクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカーと連携した組織的な教育相談体制の充実を推進する。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

２０ いじめ、不登校等に対する組織的な教育相談の実施 

いじめ、不登校の未然防止及び早期発見・早期対応を目指した学校の相

談体制を構築し、迅速に問題解決を行う。 

２１ 専門機関と連携した教育相談の実施 

医師、大学教授、作業療法士、臨床心理士等の専門家を学校へ派遣し、

専門的な知見を生かしたアセスメントを行い、教育相談の充実を図る。 

２２ 教育相談等に係る教員研修の実施 

いじめ、不登校等児童・生徒の抱える課題を理解し、問題解決のための

効果的な指導方法についての研修会を実施する。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

20 全小中学校１４校でいじめや不登校等に対応する校内委員会を設置

し、定期的に開催した。全小中学校１４校で小学５年生・中学１年生

を対象にスクールカウンセラーの全員面接を実施した。 

21 全小中学校に、様々な悩みを抱える児童・生徒一人一人に対して、き

め細かく対応するために、医療機関、大学等と連携し、教育相談を実

施した。 

22 教育相談研修会や関係機関と連携した地区連絡協議会を実施した。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

いじめ、不登校等の課題解決に向け、教員の資質向上を図るために研修

会を実施したり、校内体制の整備を図ったりするなどした。小金井市いじ

め防止対策推進条例を制定中であり、令和２年度中に制定予定である。 
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２０ いじめ、不登校等に対する組織的な教育相談の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 

■ 拡充 

□ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｓ Ａ 

全小中学校１４校で小学５年生・中学１年生を対

象にスクールカウンセラーの全員面接を実施した。

月に５日欠席した児童・生徒には不登校カルテを作

成し、教育相談所に提出するとともに、支援方法に

ついて適宜指導・助言を行った。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

不登校カルテを活用して、市の教育相談所を中心とした不登校対策委員

会の指導・助言の充実を図る。 

 

２１ 専門機関と連携した教育相談の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

全小中学校に、様々な悩みを抱える児童・生徒一

人一人に対して、きめ細かく対応するために、医療

機関、大学等と連携し、教育相談を実施した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

教育相談での専門的なアドバイスを指導に生かしていく。今後とも、充

実させていく。また、教育相談所職員、もくせい教室職員も定期的に学校

を巡回し、学校の支援に当たる。 

 

２２ 教育相談等に係る教員研修の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

教育相談研修会や関係機関と連携した地区連絡

協議会を実施した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

初任者研修でも教育相談に関わる研修を取り入れていくなど、職層に応

じた研修の充実を図るとともに、ケース事例を取り入れるなど実践的な研

修としていく。 
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施策２ 心の教育 担 当 

⑻  社会貢献精神の育成 指導室 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

社会の一員としての自覚を高め、規範意識を育むために、教育計画に基

づき、教職員の適切な指導のもと、社会体験活動やボランティア活動等の

充実に努める。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

２３ 地域・ボランティア活動の啓発 

ボランティアカードを活用して、地域ボランティア活動への参加を推奨

する。 

２４ 意図的、計画的なキャリア教育の実施 

発達段階に応じて職場体験、職場訪問等を実施し、児童・生徒の職業観・

勤労観を育む。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

23 地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがあると回答

した割合は、 

小学６年生 ５５．８％（東京都５４．４％） 

中学３年生 ３６．５％（東京都３８．７％）であった。 

24 将来の夢や希望を持っていると回答した割合は、 

小学６年生 ８２．６％（東京都８２．６％） 

中学３年生 ６５．３％（東京都６８．６％）であった。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

今後も、地域ボランティア活動の情報提供や積極的な評価を行っていく。 

 

２３ 地域・ボランティア活動の啓発 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 

□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｂ Ｂ 

地域や社会をよくするために何をすべきかを考え

ることがあると回答した割合は、 

小学６年生 ５５．８％（東京都５４．４％） 

中学３年生 ３６．５％（東京都３８．７％）

であった。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

ボランティアカードを活用して、地域ボランティア活動への参加をさら

に呼びかけていく。アンケートの項目が変更されたため、成果指標を上記

のものとする。 

 

２４ 意図的、計画的なキャリア教育の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 
□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｂ Ｂ 

将来の夢や希望を持っている割合は、 

小学６年生 ８２．６％（東京都８２．６％） 

中学３年生 ６５．３％（東京都６８．６％） 

であった。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

発達段階に応じて職場体験、職場訪問等を実施し、児童・生徒の職業観・

勤労観を育む。 
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施策２ 心の教育 担 当 

⑼  ふるさと教育の推進 指導室 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

小金井市に由来する人物、風土、環境等を学ぶ、ふるさと教育を通じて、

多様な文化や郷土に対する理解を深める。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

２５ 郷土に対する理解や郷土愛に関する学びの実施 

小金井市に由来する人物、風土、環境等を学ぶことにより、郷土に関す

る理解や郷土愛の心を育てる。 

２６ 教員及び児童・生徒の地域行事への参加 

地域行事などの積極的な参加を促し、ふるさとへの愛着や誇りの醸成、

地域に貢献しようとする意欲の向上を図る。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

25 小学校３・４年生の社会科を中心に、地域探検をするなど小金井市に

由来する人物、風土、環境等を学習した。 

26 地域行事の情報提供や地域行事へのボランティア参加を促した。 

  地域の行事に参加した割合は、 

  小学６年生 ５２．０％（東京都 ５５．９％） 

中学３年生 ３１．４％（東京都 ４０．１％）であった。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

小学校社会科副読本の内容の充実を図る。小金井に関する地域教材の研

究・開発を行う。 

 

２５ 郷土に対する理解や郷土愛に関する学びの実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

小学校３・４年生の社会科を中心に、地域探検を

するなど小金井市に由来する人物、風土、環境等を

学習した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

小学校社会科副読本の内容の充実を図るため、改訂を行う。子どもたち

の興味・関心が高まるよう工夫する。 

 

２６ 教員及び児童・生徒の地域行事への参加 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｂ Ｂ 

地域行事の情報提供を行った。中学生が参加した

いと思う地域行事は少ない。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

部活動、習い事など土日も小金井市の小・中学生は忙しいと推察される。

今後とも、ボランティアカード等を活用し、ボランティア参加を推進して

いく。 
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施策３ 健康教育 担 当 

⑽  食育の推進 学務課 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

子どもの食生活は、心身の成長や健康の維持増進の上で重要であること

から、学校、家庭、地域が連携し、次世代を担う子どもの望ましい食生活

の形成に努める必要がある。 

食育の普及・促進のため、給食に特色ある献立を提供することや、リー

フレットを作成し、保護者へ配布することにより、家庭における食生活の

大切さの理解の向上を図る。 

そのため、食育リーダーによる食育に関する指導方法の研究、家庭にお

ける食生活の大切さの理解の向上及び特色ある献立の充実を目指す。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

２７ 食育リーダー会議の開催 

今年度は２回開催予定。第１回は各校の食育リーダーより状況報告を行

なう。第２回は栄養士会との合同の講演会を実施予定。食育関係の講師を

依頼し、学務課より、指導室、学校関係者のみならず健康課及び市食育推

進会議委員、保育課の職員にも通知する。 

２８ 食に関するリーフレットの作成・配布・改定 

 新リーフレットを全児童・生徒分を印刷し、学校を通じて配布する。 

２９ 特色ある献立の定期的な提供 

 地場野菜を使用した献立を提供していくために、JA や農家の方、農業

委員会事務局、栄養士会と学務課とで情報交換の場を持つ。 

 

 

 

 

令 和元 年度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

27 年２回の会議を開催し、第２回は食育・野菜料理コーディネーターを

講師に迎え、「やさいが大好きになるひ・み・つ～野菜の食育～」をテ

ーマに栄養士会との合同の講演会を開催した。 

28 小学校１年生及び転入生の保護者に対し、学校を通じ配布することが

できた。 

29 地場野菜の普及促進のため、ＪＡ、農家、農業委員会事務局、健康課、

栄養士会、学務課と情報交換の場として年２回の懇談会を実施した。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

給食に地場野菜を活用した共通献立「江戸こがね汁」の提供や、教育に

関連する特色ある献立を提供し、リーフレットを配布することにより、食

育の普及・推進について一定の進捗があったものと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

２７ 食育リーダー会議の開催 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 
□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

食育リーダー会議を６月と１１月の計２回開催

し、１１月の会議では、「やさいが大好きになるひ・

み・つ～野菜の食育～」という講演に参加し、野菜

についての理解を深め、食育指導の研究を行った。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

引き続き食育の推進を図り、併せて指導方法の研究を行う。 

 

２８ 食に関するリーフレットの作成・配布・改定 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 

□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

平成２７年度に食育リーダー会で作成したリー

フレットを、小学校１年生、転入生の保護者に対し、

学校を通じ配布した。 

試食会等で保護者に対し、食育の事例を紹介する

など、栄養指導にも活用した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

全児童・生徒の保護者にリーフレットを配布・周知することで、学校と

家庭が連携した食育の推進を目指す。 

令和元年度に食育リーダー会で内容の検討を行い、令和２年度に改訂を

予定。 

 

２９ 特色ある献立の定期的な提供 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 

□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

市立小中学校では、教育に関連した特色ある献立

を提供するとともに、地場野菜を活用した共通献立

「江戸こがね汁」を提供した。なお、野菜使用総量

に占める地場野菜の使用率は１２．７８％となっ

た。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

食育の普及・促進のため、給食に特色ある献立を提供するとともに、地

域と連携し、更なる地場野菜の活用を図る。 
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施策３ 健康教育 担 当 

⑾  児童・生徒の体力向上 指導室 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

東京オリンピック。パラリンピックに関連した体験や活動を通して、児

童・生徒が積極的に運動やスポーツに親しみながら、体力の向上を図る。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

３０ オリンピック・パラリンピックに関連した体験や活動等を重視した 

教育の実施 

小・中学校全１４校において、オリンピック・パラリンピック教育の全

体計画、年間指導計画を策定する。 

３１ 基礎体力や運動技能を高める体育授業の実施 

体力向上委員会で体力調査の分析を行うとともに、体育の授業研究を行

い、その成果を還元することで全校の児童・生徒の体力向上を図る。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

30 小・中学校全１４校において、オリンピック・パラリンピック教育推

進校として全体計画、年間指導計画を策定した。また、オリンピック

教育アワードとして１校、文化プログラム・学校連携事業（地域連携

型）として１校指定を受け活動した。 

31 体力向上推進委員会を開催し、実技研修やコオディネーショントレー

ニング研修を実施した。また、国際的なスポーツ大会を契機とした体

力向上事業として地区が指定を受けて取り組んだ。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

アスリートを招聘して講演会をするなどオリンピック・パラリンピック

に関わる教育を推進していく。 

 

３０ 
オリンピック・パラリンピックに関連した体験や活動等

を重視した教育の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

小・中学校全１４校において、オリンピック・パ

ラリンピック教育推進校として全体計画、年間指導

計画を策定した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

 オリンピックが終わっても引き続き残していく取組となるよう計画さ

せる。 

 

３１ 基礎体力や運動技能を高める体育授業の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

体力向上推進委員会を開催し、研究授業と実技研

修を実施した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

体力向上推進委員会を中心に体力調査の分析や体育の授業の改善を進

める。 
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施策４ 福祉教育 担 当 

⑿  心のバリアフリー事業の推進 指導室 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

障害のある人との交流活動や福祉体験活動等に取り組み、自他を尊重す

る心や障害についての理解を深める。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

３２ 福祉体験活動の実施 

福祉体験活動を通して、障害に対する理解を深め、みんなが協力して助

け合うことのできる社会の実現を目指す。 

３３ 障害のある方との交流活動の実施 

障害のある人との相互理解を深め、共に助け合い、支えあって生きてい

くことの大切さを学ぶための交流教育の充実や副籍制度を活用した交流

及び共同学習を推進する。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

32 全小・中学校１４校で福祉に関する学習を実施した。 

  バリアフリー、ユニバーサルデザインに関する学習や車椅子、点字、

ブラインドサッカーなどの体験活動を行った。 

33 全小・中学校１４校で障害のある人との交流活動を実施した。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

パラリンピック選手との交流や講演会などの実施を促進していく。 

 

３２ 福祉体験活動の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

全小・中学校１４校で福祉に関する体験的な学習

を実施した。 

 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

これまでの授業実践の好事例や自前授業を行う支援団体等の情報を市

内小・中学校で共有し、福祉体験活動の充実を行い、児童・生徒の障害に

対する理解を深める。 

 

３３ 障害のある方との交流活動の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 
□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

全小・中学校１４校で障害のある人を講師に招い

た講演や交流活動を実施した。 

都立特別支援学校の副籍制度を生かした直接交

流及び間接交流を実施した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向け、パラリンピック

選手による講演や児童・生徒との交流、パラスポーツの支援団体との連携

した取組を推進する。 

障害のある人と障害のない人が交流を通じて相互理解を図り、互いに支

えあいながら共に暮らす地域社会を目指し、副籍制度の充実を行う。 
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施策５ 特別支援教育 担 当 

⒀  特別支援教育の充実 指導室 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

障害のある児童・生徒の教育的なニーズに応じた多様な学びを推進して

いく。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

３４ 職層、職種別の教員研修の実施 

特別支援教育にかかわる教員の資質、能力を高めるために、職層、職種

に応じた教員研修の充実を図る。 

３５ 特別な教育ニーズがある児童・生徒に対する人的支援の実施 

特別な教育ニーズがある児童・生徒に効果的な人的支援を計画的に実施

する。 

３６ 特別支援教室等を活用した学習の実施 

障害のある児童・生徒の一人一人の能力を最大限に伸張するため、特別

支援教室等を活用した学習を実施する。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

34 職層等を応じた特別支援教育かかわる研修を実施した。 

初任者研修１回 

特別支援学級推進委員会８回 

特別支援教育研修会８回 

35 小学校年８回、中学校年３回巡回相談を実施した。 

  年４回程度、要望に応じ専門家チームによる専門相談を実施した。 

  特別支援教育支援員・学習指導員を計画的に配置した。 

36 小学校全校に特別支援教室を設置し、拠点校３校から全小学校を巡回

するシステムの準備をした。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

今後とも、教員の特別支援教育に関する資質・能力を高める施策を計画

していく。中学校特別支援教室の設置に向けた準備を始める。 
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３４ 職層、職種別の教員研修の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

若手教員から管理職まで、職層に応じた研修を実

施し、特別支援教育の理解を深めた。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

今後とも最新の特別支援教育について教員研修を実施する。 

 近隣大学と連携し、特別支援教育研修の内容の充実を図る。 

 都立小金井特別支援学校のセンター的機能を生かし、特別支援学級の専

門性向上研修を実施するなど、連携の充実を図る。 

 都立特別支援学校エリアネットワーク（都立小金井特別支援学校、都立

小平特別支援学校、都立田無特別支援学校）を生かした夏季特別研修の

充実を図る。 

 

３５ 
特別な教育ニーズがある児童・生徒に対する人的支援の

実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

巡回相談、専門相談、特別支援教育支援員・学習

指導員の配置など計画的に支援することができた。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

近隣大学や医療機関と連携し、巡回相談・専門相談におけるアセスメン

トの充実を行い、児童・生徒の教育的ニーズを把握する。 

学校生活支援シート（個別の教育支援計画）、個別指導計画の活用・充

実を行い、児童・生徒の教育的ニーズに即した支援を計画的に行う。 

特別支援教育支援員・学習指導員を学校の実態に合わせて計画的に配置

する。 

 

３６ 特別支援教室等を活用した学習の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 
□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

小学校特別支援教室を開設し、円滑な運営ができ

るよう支援した。 

小金井市における特別支援教室について資料を

作成し、保護者・市民向けの説明会を実施した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

特別支援教室巡回指導教員と特別支援教室専門員の連絡会を定期的に

開催し、運営上の課題等を話し合い、随時課題解決を行う。 

令和３年度開設予定の中学校特別支援教室の計画立案など検討委員会

を開催し、協議を始める。 
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施策６ 地域連携 担 当 

⒁  学校地域連携の推進 指導室 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

地域や近隣の大学、研究所等との連携を深め、地域・外部の人材等を活

用した学校支援体制の充実を図る。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

３７ 近隣大学、研究所及び高度教育機関等との連携事業の実施 

近隣大学、研究所、高度教育機関等との連携を図り、質の高い教育活動

を展開する。 

３８ 学校と地域の連携事業の実施 

地域の高い教育力を生かし、文化、教育、学術の振興・発展を図る。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

37 ・東京学芸大学…教職大学院連携協力校 

  ・武蔵野大学…教育インターンシップ受け入れ 

  ・東京都立多摩科学技術高等学校…地域連携企画 

38 緑小学校をコミュニティ・スクール研究校に指定し、その成果を共有

する。小・中学校全１４校で地域との連携事業を実施した。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

地域や近隣の大学、研究所等との連携をさらに深め、地域・外部の人材

等を活用した学校支援体制の充実を図っていく。 

 

３７ 
近隣大学、研究所及び高度教育機関等との連携事業の実

施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

・東京学芸大学…教職大学院連携協力校 

・武蔵野大学…教育インターンシップ受け入れ 

・東京都立多摩科学技術高等学校…地域連携企画 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

今後とも、学力向上・不登校対応等の教育課題の解決のために、近隣大

学、研究所等との連携を進めていく。他大学との新たな取組も積極的に進

めていく。 

 

３８ 学校と地域の連携事業の実施 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） ■ 拡充 

□ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｂ Ｓ 

緑小学校をコミュニティ・スクール研究校に指定

し、その成果を共有する。小・中学校全１４校で地

域との連携事業を実施した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

緑小学校をコミュニティ・スクールとして指定し、今後拡充を図る。地

域とのよりよい連携の在り方について、コミュニティ・スクールの理解啓

発を図る。 
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施策７ ＩＣＴ環境の整備 担 当 

⒂  ＩＣＴ機器の整備 学務課 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

学習環境の向上及び情報化への対応を推進するため、教育用ＩＣＴ機器

の整備が必要であり、機器の配備を継続的に実施することにより、充実し

たＩＣＴ環境の下で学習する機会を提供する。 

また、効率的な校務処理とその結果生み出される教育活動の更なる質の

向上を図るため、校務用ＩＣＴ機器の整備を図る。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

３９ 教育用ＩＣＴ機器の整備 

今年度整備する携帯型情報端末等の一層の活用促進、及び教師用インタ

ーネット接続パーソナルコンピュータ等の更改を行う。機器更改に併せ

て、インターネット接続環境のセキュリティ向上を図る。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

計画・目標に即して実施。 

コンピュータ教室の有無も含めた全般的な検討について、学校教育部内

全体での会議や、小金井市小・中学校ＩＣＴ機器整備に関する検討委員会

などで今後の方針を決定した。 

 令和元年度は、ＯＳのサポート期限を迎えるパソコン教室のパソコンを

リースアップし、各校４０台ずつ携帯型情報端末を購入した。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

充実したＩＣＴ環境の下で学習する機会を提供するため、平成２９年度

予定された事業の実施により、教育用ＩＣＴ機器の計画的な整備を図るこ

とができている。今後も、定期的に携帯型情報端末を配備し、目標値に近

づけて参りたい。 

 

３９ 教育用ＩＣＴ機器の整備 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 

■ 拡充 

□ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

令和元年度にパソコン教室のパソコンがリース

アップしたため、携帯型情報端末を導入した。昨年

度に引き続き高度なセキュリティ対策を施したネ

ットワークにこれらの端末を接続し、セキュリティ

体制を強化できた。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

文部科学省の提唱するＩＣＴ教育実現のため、令和５年度までに各校概

ね３クラスに１クラス分程度の配備を進める。毎年、令和元年度と同程度

の調達を継続することにより、令和５年度にはおおむね目標値を達成でき

る見込みである。 
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施策８ 学校施設 担 当 

⒃  学校施設整備の推進 庶務課 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

市内の学校施設は、耐震化の取組は終了したが、施設そのものの老朽化

が進んでいる。 

今後の学校施設の在り方を視野に入れた学校施設の計画的・長期的な方

針を検討し、学校施設の長寿命化を含めた整備計画を策定する。また、計

画を実施する間、子どもたちの安全・安心な学校生活のため、必要な改修

及び修繕を行いながら施設を維持する。 

そのため、学校施設の計画的・長期的な方針の検討、学校施設の長寿命

化を含めた整備計画の策定、老朽化も踏まえた計画的な学校施設の改修を

目指す。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

４０ 計画的・長期的な方針に基づく、長寿命化を含めた学校施設整備計 

画の策定 

個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）の策定に着手する。 

４１ トイレ整備事業 

小中学校各１校の整備工事を実施する。 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

40 個別施設計画策定の基礎となる、施設の老朽化状況の実態を整理する。 

41 小中学校各１校において工事を実施した。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

学校施設整備計画の策定については、文部科学省から参考配布された様

式の建物情報一覧表のうち、建物基本情報、構造躯体の健全性及び劣化状

況評価の整理作業を完了した。 

トイレ整備事業については、計画どおり実施した。 

 

４０ 
計画的・長期的な方針に基づく、長寿命化を含めた学校

施設整備計画の策定 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

他市の事例等の研究や文部科学省主催の講習会

に参加し、策定方法について検討した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

令和元年度は庁内関係部署と検討部会を開催するとともに、部会の下部

組織である作業チームにおいて、学校施設の老朽化状況の実態把握の整理

等を行い、受託業者へ基礎データを提供した。今後は整備レベルの設定や

学校施設のあるべき姿を保護者アンケート、パブリックコメント等活用し

ながら検討していく。 

 

４１ トイレ整備事業 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

計画どおり、中学校１校の工事を実施した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

中学校においては３校目となるが、改善要望の高い事業であるため、前

倒しや事業量の増加について検討する。 
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点検及び評価表（生涯学習） 

 

１ 概要 

生涯学習では、小金井市教育委員会の基本方針及び「第３次小金井市

生涯学習推進計画」に基づいた令和元年度教育施策を推進するための

様々な事業を展開し、点検及び評価に当たっては、２５事業を評価対象

とした。 

令和元年度については、全２５事業中２２事業についてＢ評価（概ね

達成している。）以上と評価した。Ｂ評価以上の割合は全事業の８８．０％

となり、生涯学習における事業の更なる推進ができているものと評価で

きる。 

前年度の評価結果と比較すると、１事業の評価が上がり、２事業の評

価が下がった。具体的には、「49 おはなし会事業」については、通常のお

はなし会に加え、職員による「スペシャルおはなし会」を実施するなど、

事業の充実と参加者の増加に努めたことにより、ＣからＢ評価とした。

「59 古文書講座」については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

事業を中止したため、ＢからＤ評価にした。「64 ボランティアセミナー」

については、前年度のアンケート結果により、一講座の時間を１時間か

ら２時間に変更し、講座内容を充実させたものの、講座数が減り、受講

者数も減ってしまい、ＡからＢ評価にした。Ｃ評価は、前年度から１減

の２事業となり、Ｄ評価は新たに１増の１事業となった。 

新型コロナウイルスの影響を受けたものの、総合的に考慮すると生涯

学習に大きな問題なく推進できているものと考えられる。令和２年度は、

新型コロナウイルス感染拡大対策を講じながら、担当課を中心に、生涯

学習事業の推進に取り組んでいくこととする。 

 

２ 評価結果総括 

事業数 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

⑴　学びに関する情報提供と相談体制の充実 1 1

⑵　自主的な学習活動への支援 1 1

⑶　施設の充実と有効活用の推進 4 3 1

⑷　子どもの居場所づくり 1 1

⑸　世代に応じた学習機会の充実 5 4 1

⑹　多様な学習機会の提供 9 4 4 1

⑺　歴史に親しむ機会の提供 1 1

⑻　地域人材・リーダーの育成と活用の促進 2 2

⑼　生涯学習の市外との広域連携の推進 1 1

合　　　計 25 0 9 13 2 1

0.0% 36.0% 52.0% 8.0% 4.0%内　訳（％）  
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３ 評価表 

 

施策１ 学びを豊かにする環境づくり 担 当 

⑴  学びに関する情報提供と相談体制の充実 生涯学習課 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

市や市民団体の情報発信において、提供方法の多様化や求める情報が簡

単に探せる検索の容易さ等が求められるため、情報提供の充実を図るとと

もに情報を得ることのできる場の充実を図る。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

４２ サークル案内 

本市における社会教育の振興を図るため、社会教育関係団体の登録を行

う。社会教育関係団体の登録数１２０団体。ホームページ掲載方法の変更

を行う。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

社会教育関係団体の登録は３年ごととなっており、平成３０年度から改

めて登録申請をしてもらった。更新手続きのし忘れがないように、既存の

団体には更新手続きの書類を送付したが、団体の人数が減り、活動が出来

なくなった団体等もあり、登録団体数は更新前よりも少なくなった。令和

元年度は、団体数が少し増加し、令和元年度末の社会教育関係団体登録数

は１０５団体で、目標より１５団体少なかった。 

今回の登録の時に新たに任意で提出してもらっている団体のＰＲ用紙に

ついても、引き続き窓口で閲覧してもらうほか、ホームページからも見ら

れるようにしている。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

社会教育関係団体登録数については、前年度から５団体増の１０５団体

ではあったが、団体の名簿や団体のＰＲ用紙等により、団体活動の周知を

行っている。 

 

４２ サークル案内 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｂ Ｂ 

サークル活動に興味がある人等に社会教育関係

団体の周知を行った。社会教育関係団体の登録数は

目標の１２０団体に概ね達した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

社会教育関係団体に登録した場合の利点等についてまとめ、団体活動に

興味を持ってもらえるよう周知方法についても更に工夫をしていく。 
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施策１ 学びを豊かにする環境づくり 担 当 

⑵  自主的な学習活動への支援 生涯学習課 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

市民や団体などの生涯学習活動を支援するため、市役所・協力団体の職

員などを派遣する出前講座の開催等を行う。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

４３ まなびあい出前講座 

市民団体が主催する学習会に市役所等の職員を派遣する。 

目標 実施回数５５回、聴講者約１，０００人 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

毎年度、庁内及び協力団体に、出前講座の見直しをしてもらい、その内

容を反映させた講座を開催している。２講座増加し、２講座削減したため

合計７５講座と昨年と講座数については変わらなかった。その他講座内容

の一部の見直しを行った。 

周知方法としては、市報及びホームページに掲載しているほか、公民館、

図書館、集会施設等の市公共施設や小金井警察署、小金井消防署等の外部

施設にも講座の案内チラシの設置を依頼している。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

講座の実施状況については、関係部署の協力を得て、希望される日時で

実施できるように調整してもらい、概ね希望通りに実施されている。 

全体的に実施回数が増えない状況が続いてはいるが、健康課と生涯学習

課の講座は複数回開催されている。 

 

４３ まなびあい出前講座 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 

□ 拡充 

□ 継続（現状維持） 

■ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｃ Ｃ 

市民や団体などの生涯学習活動を支援するため、

市役所・協力団体の職員などを派遣する講座を開催

した。開催回数は２４回、聴講者数は５８８人で、

２月後半からは新型コロナウイルス感染症感染拡

大の影響により開催がなかった。 

開催回数は増えていないが、一部の団体からは毎

年度講座をご利用いただいている。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

特定の講座については、毎年度数回実施しているが、実施していない講

座があるので、毎年度行っている講座内容の確認・見直し等を続け新たな

講座も加えていきたい。 
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施策１ 学びを豊かにする環境づくり 担 当 

⑶  施設の充実と有効活用の推進 
公民館 

図書館 

生涯学習課 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

市民や団体などが生涯学習活動を行う場をより多く提供するため、公民

館や図書館、集会施設などの既存施設の有効活用を促進するとともに、施

設や設備の整備・充実を図る。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

４４ 公民館維持管理事業                （公民館） 

公民館の安全、安心、快適な施設環境を市民に提供するために、計画的

に故障箇所を修繕し、整備を図る。 

４５ 図書館維持管理業務                （図書館） 

利用者に安全で快適な読書環境を提供するため、図書館本館の外壁等改

修工事を実施する。 

４６ 総合体育館維持管理事業            （生涯学習課） 

総合体育館を市民のスポーツ・レクリエーション活動の場として供する

ため、指定管理者制度と協力し、効率的かつ経済的に管理運営する。また、

個人・団体ともに利用しやすく、安全を確保するため、施設及び設備整備

の充実を図る。 

４７ 文化財センター維持管理事業          （生涯学習課） 

市指定文化財である旧浴恩館を郷土の歴史、民俗等資料の保管、展示を

行う機能を持つ施設として、安全、快適な施設環境を市民に提供するため、

必要な整備を行う。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

44 東分館、貫井南分館について部屋の間仕切りの修繕や工事を実施した。 

45 本館外壁等改修工事を実施した（令和元年１２月～令和２年３月）。 

46 指定管理者の自主事業で、オリンピアンを招いた水泳教室を実施し、

施設整備では、大体育室空調設備設置及びトイレ改修工事等を実施 

47 壁面が破損した外倉庫の修繕を実施（令和元年７月）、利用者の安全確

保と景観の改善を図った。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

44 令和元年度の維持管理に関する事業について予算化したものは、全て

予定通り終了している。 

45 今回の外壁等改修工事は、期間中騒音が発生した時期もあったが、事

前に工事担当課と密なスケジュール調整を行い、例年行っている蔵書

点検期間や通常の休館日を活用することで、臨時休館も行わず、図書

館サービスを継続しながら工事を完了することができた。 

46 施設運営について指定管理者を協力しながらスポーツを推進してい

く。施設整備は、今後数年にかけて修繕計画に基づいた改修工事を予

定していることから、引き続き指定管理者等と連携しながら、改修計

画を実行していく。 

47 史跡である旧浴恩館を展示、収蔵施設に活用しているため、将来に向

けて諸課題を抱えてはいるが、必要に応じた修繕の実施により現状の

機能を維持している。 
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４４ 公民館維持管理事業 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 
□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

東分館、貫井南分館について部屋の間仕切りの修

繕や工事を行い、利便性を向上させることができた

ため。また、要望の多かった東分館和室の畳を修繕

し、良好な施設環境を提供できたため。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

公民館の維持管理に必要な保守点検及び整備を適宜行いながら、同時

に、施設の長寿命化を踏まえた維持管理計画の策定が必要である。 

利用者の利便性等を向上させ、既存施設を長く活用するため、維持管理

計画に基づく施設全体の包括的な修繕が求められる。 

 

４５ 図書館維持管理業務 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

図書館本館の外壁等改修工事を実施したことで、

市民誰もが安心して利用できる公共施設の環境を

提供できるようになった。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

本館施設・設備の維持に係る改修工事を進めているが、引き続き利用者

の安全性を確保するために老朽化が進んだ箇所のうち、改修の緊急性が高

い箇所から今後も工事担当課等と調整を図りながら順次対応していく。 

 

４６ 総合体育館維持管理事業 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） ■ 拡充 

□ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

 総合体育館大体育室に新規に冷暖房設備を設置

し、トイレを一部洋式化改修する等、スポーツ施設

の環境改善を図ることができた。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

施設運営は、指定管理者と協力し、延期となった東京 2020 大会を見据

えたイベント等の実施を検討する。施設整備は設備の老朽化が進んでいる

ことから、平成３０年度に策定した修繕計画に基づいて、計画的に改修を

行い、予防保全を行っていく。 

 

４７ 文化財センター維持管理事業 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｂ Ｂ 

壁面が破損した外倉庫の修繕実施により、利用者

の安全確保及び景観の改善が図られた。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

引き続き、郷土の歴史を身近に感じてもらうため、関心を呼び込む工夫

や検討を行いたい。現在の木造施設では文化財等を収蔵する上で必要な機

能の整備が不可能であることから、文化財所蔵施設を耐火建築物に替える

方策を検討する必要がある。 
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施策２ 学びを通した人づくり 担 当 

⑷  子どもの居場所づくり 生涯学習課 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

子どもの安全な居場所づくりとして現在ある児童館、児童公園、図書館

等に加えて、各小学校で放課後子ども教室を実施し、放課後の安全な居場

所づくりを行うとともに、市立小中学校の開放や市内大学との連携による

施設利用を進める。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

４８ 放課後子ども教室 

放課後子ども教室、学校、学童の連携を強化するため、昨年度４校で実

施した協議会を令和元年度は全９校で実施する。協議会の実施により放課

後子ども教室の一体型６校、連携型３校を整備。 

目標は参加人数３３，５００人、実施回数８８０回。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

・令和元年度実績：参加人数 33,018人（小中学生）、実施回数 837回。 

・全９小学校で放課後子ども総合プラン協議会を開催し、学校・学童・放

課後子ども教室の連携を深めた。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

学校、学童、放課後子ども教室の３者による協議会実施への調整ができ、

平成３０年度から先行４校で協議会を実施することになった。令和元年か

ら５校で協議会を実施することで、一体型６校、連携型３校を整備すると

いう当初の目標は達成となる。 

 

４８ 放課後子ども教室 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 
□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

全９校で協議会を開催することができた。また、

本町小学校においては、１０月から週５日開催を始

めることができ、参加者数、実施回数も概ね目標を

達成した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

全９校で協議会を開催し、連携を深め情報を共有しながら、放課後の児

童の安全安心な居場所づくりについて、さらに内容を充実していく。 
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施策２ 学びを通した人づくり 担 当 

⑸  世代に応じた学習機会の充実 
図書館 

生涯学習課 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

子どもから高齢者まで様々な世代の市民に向けて、より多くの学習機会

が提供できるように努めて次世代を担う子どもや青少年の育成等の学習

機会の充実を図る。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

４９ おはなし会事業                  （図書館） 

 児童に対する読書活動の推進を図るため、「おはなし会」を実施する。 

本館は毎週水曜日のほか、赤ちゃん向けおはなし会を隔月で実施する。

緑分室は月１回、東は赤ちゃん向け及び幼児向けおはなし会を原則隔月で

実施する。貫井北分室は月３回、緑分室は月１回土曜日に開催する。各館

で、参加者を増やす仕組みを検討、実施し、１，７００人の参加を目標と

する。 

５０ 青少年のための科学の祭典           （生涯学習課） 

より多くの青少年に科学の楽しさ、不思議さを体験してもらうととも

に、中学生として参加してもらうことで社会体験をしてもらう。 

来場者数９，０００人、中学生ボランティア５０人を目指す。 

５１ 家庭教育学級                 （生涯学習課） 

家庭教育の諸問題、家族関係、子どもの健康や遊び、文化等をテーマと

した講座・講演・イベントを各校１回の１４回企画・実施し、参加者数２，

８００人を目指す。 

５２ 少年自然の家維持管理事業           （生涯学習課） 

 少年自然の家（清里山荘）を自然の中で気軽に利用できる親しみのもて

る施設、安全で利用しやすい施設とすることを基本として、指定管理者制

度を導入し、効率的、経済的に管理運営する。 

利用者数７，５００人を目指す。 

５３ シニア世代のための地域参加講座        （生涯学習課） 

定年退職をされた方等に、地域活動を知ることができる講座等を実施す

ることにより、地域活動に参加するきっかけを作ることを目標とする。 

 講座参加者数２００人を目指す。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

49 延べ開催回数９９回、延べ参加者人数 計１，５８１名（本館４６回・

７１８名、東分室９回・１３８名、緑分室１３回・４１３名、貫井北

分室３１回・３１２名） 

50 来場者数７，８００人、中学生ボランティア２１人 

51 １２小中学校で実施。参加者人数２，３９８人 

52 市内施設利用者５，５９５人、市外施設利用者１，５８８人、 

合計７，１８３人 

53 全７回開催、参加人数１１２人 

施 策 の 

進 捗 状 況 

49 緑分室では、「スペシャルおはなし会」を実施した。 

50 来場者は台風予想もあり例年より減っているが、事業は滞りなく実施

できた。中学校の定期テストや部活動の試合等の関係もあり、中学生

ボランティアの応募者が少なくなっている。 

51 全学校で事業を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響で

２校実施できなかった。 

52 施設利用者数は台風の襲来や新型コロナウイルス感染症での取りやめ

が多くあったが昨年度よりも若干増えている。利用者の増加に向けて、

施設の周知や施設の整備の充実に努めた。 

53 地域活動への興味を持ってもらうような講座を企画・実施しながら、

参加者を増やしていく。 



45 

 

 

４９ おはなし会事業 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 

■ 拡充 

□ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｃ Ｂ 

新型コロナウイルスの影響により、２月下旬から

おはなし会が中止となったため、実施回数は減少し

たが、参加者数は前年度より増加した。目標には到

達しなかったが、緑分室では、通常のおはなし会に

加え、職員による「スペシャルおはなし会」を３回

実施し５６人が参加した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

緑分室でも新しいおはなし会事業が始まり、地域の特性に応じたおはな

し会が出来るようになった。令和２年度は、ホームページもリニューアル

したため、おはなし会やイベントの情報発信を積極的に実施していく。 

 

５０ 青少年のための科学の祭典 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 

□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｂ Ｂ 

科学の面白さ、楽しさを青少年に体験してもらう

ために、教育機関や地域の団体が協力し、事業を実

施した。ブースは８８ブース出展し、来場者数は７，

８００人であった。当日、台風の予報が出ていたた

め、例年のよりは出展ブース数、来場者数は減って

いるが、来場者は楽しんでいる様子であった。また、

中学生の社会参加のためにボランティアを募り、２

１人が各ブースで説明等を行った。事業の開催時期

が中学生の定期試験や部活動の大会等と重なって

しまい、目標人数に達してはいないが、参加した中

学生へのアンケートを見ると、人と接することの充

実感や人に喜んでもらう楽しさを感じることがで

きた等の感想が今回も多くあった。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

出展ブースも９０前後あり、来場者も７，０００人を超える事業である

ため、関係者の負担も大きくなっている。ここ数年分担を見直す等行って

いるが、引き続き事業を継続できるよう協力して進めていく必要がある。 

 

５１ 家庭教育学級 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 

□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｂ Ｂ 

各市立小・中学校ごとに、家庭教育の諸問題、家

族関係、子どもの健康や遊び、文化等をテーマとし

た講座・講演・イベント等を企画・実施し、１２校

で講座等を開催した。各校様々な企画運営により、

２，３９８人の参加があり、概ね目標を達成した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

それぞれの学校でどのような企画を行うかを検討する段階で、過去に行

われた他の学校の講座や、東京都等からの講師派遣可能なリストの提供等

を行っているが、今後も情報提供できるものを増やしていきたい。 
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５２ 少年自然の家維持管理事業 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 

□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｂ Ｂ 

大浴室内壁の改修等を行い、施設の維持管理に努

めた。また、利用者サービスの向上のため、食事の

見直しやバーベキュー広場の整備等を行った。施設

利用者数は台風や新型コロナウイルス感染症等で

利用を取りやめる人も多かったため、想定よりは減

ってしまったが、昨年度よりは若干増加していて

７，１８３人であり、概ね目標は達成した 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

令和元年度の利用者数は前年度から微増であったが、令和元年度から指

定管理者が代わり、施設の周知や施設の設備の工夫等を行い利用者の増加

に向けて取り組んでいる。今年度は新型コロナウイルス感染症の感染予防

等の対策を行うなど、より適切な施設の維持管理が必要となる。 

 

５３ シニア世代のための地域参加講座 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 
□ 拡充 

□ 継続（現状維持） 

■ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｃ Ｃ 

参加者のアンケートによる講座の評価はよいも

のとなっているが、参加者は１１２人であった。な

お、開催日が雨天の日に欠席者が多い傾向であっ

た。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

アンケート結果等もふまえて、今後も様々な団体に講座のご協力を頂き

ながら、さらなる講座内容の充実に努め、より多くのシニア世代の地域参

加に向け取り組んでいく。 
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施策２ 学びを通した人づくり 担 当 

⑹  多様な学習機会の提供 
図書館 

公民館 

生涯学習課 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

 市民が障害の有無や経済状況、国籍などの事情によらずに参加できる学

習機会の提供に努めるとともに、多様な人々への理解を深める学習活動を

展開し、豊かな心の育成を図る。また、文化芸術、スポーツなど、市民文

化の育成や健康づくりにつながる学習機会の充実にも努める。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

５４ 貸出サービス事業                 （図書館） 

 図書館の利用促進を図るため、貸出冊数の増加に努める。平成３０年度

は住民一人当たりの図書貸出冊数が７．９冊まで回復したので、今年度は

平成２６年度の８．１冊を目標とする。団体貸出については平成２９年度

検討、平成３０年度試行を経て、本年度より、団体貸出パックを本実施す

る。 

５５ ITサポート事業「こがねいパソコン相談室」     （公民館） 

市民のデジタル・ディバイド（情報格差）の解消を図るため、個々人の

パソコン操作に伴うスキルアップやパソコンに関する具体的な問題につ

いて解決する。年間相談回数４６０回、延相談者数１，０００人 

５６ 市民が作る自主講座                （公民館） 

市民による幅広い内容の講座を実施できるよう支援する。あわせて自主

グループ化を目指す。市民の自主的な学習意欲を喚起・保障するとともに、

学習範囲を広げる。一般部門１０講座、男女共同参画部門９講座、計１９

講座、延参加者数９００人 

５７ 青年国際交流講座「生活日本語教室」        （公民館） 

参加者の日本語による日常会話の技術向上、参加者同士及びスタッフと

の交流並びにイベント開催による日本文化への理解促進。年間４５回、延

参加人数１，０００人、延ボランティアスタッフ９００人 

５８ 市史編さん活動                （生涯学習課） 

令和２年度以降の市史、歴史資料の刊行計画を検討する。小金井市の歴

史を学術的に振り返る基礎資料の収集、整理を継続して行い、小金井市史

編纂資料第５９編を刊行する。 

５９ 古文書講座                  （生涯学習課） 

市史通史編については、旧石器時代から平成元年頃までの小金井市の歴

史について纏めたもので平成３０年度に刊行したところであり、通史編を

活用した講座を行うことで、市民に小金井の歴史をより身近に感じてもら

う。 

６０ 体育協会・総合型地域スポーツクラブ補助事業  （生涯学習課） 

婦人子供スポーツ大会参加者数 １，２００人、各種共催大会参加者数

７，４００人、卓球教室参加者数 １，７００人、ティーボール大会参加

者数 ２９０人 

６１ スポーツ開放・学校開放事業          （生涯学習課） 

スポーツ開放校参加者数 ３，３００人、土曜スポーツクラブ参加者数

３３０人、一中クラブハウス ９，２００人、南中テニスコート ７０人、

プール無料開放 ３，４００人 

６２ 市民体育祭                  （生涯学習課） 

延べ参加者数６，６００人 
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令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

 

 

 

 

 

 

 

54・住民１人当たりの図書貸出冊数      ７．５冊 

団体貸出（学級文庫） 延１０４団体 ２３，５４８冊 

団体貸出（その他）  延７８団体  ４，９５１冊 

 ・障害者用図書貸出   デイジー図書（４７タイトル） 

 ・宅配サービス     ２１８点（本１３０冊・ＣＤ８８点） 

55 多くの市民のパソコン相談に応じることができ、パソコン操作のスキ

ルアップ、パソコンに関する具体的な問題の解決が図られた。（年間相

談回数４２２回、延相談者数９３７人） 

56 前年度に比べ講座数は減ったが、延参加者数は増えた。企画の内容と

しては、公民館利用に関するものや地域の環境問題、趣味などの日常

を豊かにするものといった幅広い講座を実施できた。（一般部門 ９講

座、男女共同参画部門 ７講座、計１６講座。延参加者数７２３人） 

57 年間３９回実施、延参加人数１，２４２人、延ボランティアスタッフ

９４９人 

58 小金井市史編纂資料第５９編刊行 

59 年間４回実施、延参加数１２６人を予定していたところ中止。 

60 婦人子供スポーツ大会参加者数 1,079人、各種共催大会参加者数 6,151

人、卓球教室参加者数 1,561人（ティーボール大会は雨天中止） 

61 スポーツ開放校参加者数 3,580人、 土曜スポーツクラブ参加者 319

人、一中クラブハウス 9,397人、南中テニスコート 140人、プール無

料開放 3,689人 

62 延べ参加者数６，６７８人 

施 策 の 

進 捗 状 況 

54 新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休館の影響により、住

民１人当たりの図書貸出冊数が減少した。また、小学校全学年分の団

体貸出パックを作成・貸出を実施した。 

55 継続的に実施することで、市民のパソコンのスキルアップにつなが

り、事業は順調に進んでいる。 

56 前年度に比べ講座数は減ったものの、延参加者数は増加した。また、

幅広い分野での講座を実施でき、事業は順調に進んでいる。 

57 参加者の日本語による日常会話の技術向上、参加者同士及びスタッフ

との交流並びにイベント開催による日本文化への理解が促進してお

り、事業は順調に進んでいる。 

58 令和２年度以降の市史、歴史資料の刊行計画を検討、作成した。 

59 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため開催中止とした。 

60 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止により中止となった事業があ

った。 

61 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止により中止となった事業があ

ったため、前年度と比較し参加者数減少した事業が多い。土曜スポー

ツクラブについては、実施会場である総合体育館改修による臨時休館

等の影響も受けた。 

62 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、１種目が中止となり延べ

参加者数は減少したが、実施種目については前年度とほぼ横ばいであ

った。 
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５４ 貸出サービス事業 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 

□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｂ Ｂ 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時

休館の影響により、貸出冊数が減少した。 

本館では団体貸出パックを小学校全学年分作成

し、本館を利用した９７クラス中、７２クラスが団

体貸出パックを利用した。 

デイジー図書の貸出は減少しているが、宅配サー

ビスの利用が前年度に引き続き増加した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

令和２年度も新型コロナウイルスの影響が続くため、感染拡大防止とサ

ービスの維持を両立できるよう、状況に合わせた対応を行う。 

また、団体貸出パックについては、利用したクラスの反応を見ながら、

内容・冊数の見直しを検討していく。 

 

 

５５ ITサポート事業「こがねいパソコン相談室」 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

相談のレベルが着実に上がってきていると感じ

る。継続的に実施することで市民のパソコンのスキ

ルアップにつながると思われる。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

情報機器が進歩しており、市民のＩＴに対するスキルアップが図られこ

とで、セキュリティに関する意識もあがることが期待できる。今後も継続

的に実施する必要がある。 

 

５６ 市民が作る自主講座 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

市民目線での、講座が実施出来、受講者も満足す

る専門的な内容で開催が出来ている。また、新たな

受講者も増えて来たと感じる。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

日常的に活動しているサークルからの開催要望が多く、新たなメンバー

を発掘することでサークル育成にも繋がっている。また新たな活動展開が

出来るので、次年度以降も継続して実施することが望ましい。 
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５７ 青年国際交流講座「生活日本語教室」 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 

□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

参加者の日本語の日常会話の技術向上及び参加

者同士及びスタッフとの交流並びにイベント開催

による参加者の日本文化への理解を促進した。 

令和元年度の目標値（年間４５回、延参加人数１，

０００人、延ボランティアスタッフ９００人）に対

して、年間３９回、延参加人数１，２４２人、延ボ

ランティアスタッフ９４９人の結果となった。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

令和元年度に向けて、引き続き、市民生活に必要な日本語の日常会話の

学習や各種イベントを開催し、公民館を活用した外国籍市民との国際交流

事業として前年度実績程度を目標に継続する。 

 

５８ 市史編さん活動 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） ■ 拡充 

□ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

市史編纂資料第５９編の刊行、さらに小金井市史

刊行記念講演会（参加者数７０人）を開催したこと

で、市史編さん活動成果を市民に提供できた。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

令和２年度以降の市史史料の刊行計画を検討し、「通史編」の刊行の際

に取り残した年表、索引の作成及び市史ダイジェスト版、子ども対象の市

史の作成に向けた計画的な刊行スケジュールを作成。今後も史料情報を継

続して発信していく予定である。 

 

５９ 古文書講座 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 
□ 拡充 

□ 継続（現状維持） 

■ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｂ Ｄ 

市史通史編刊行を記念し、編集委員 4名の講師が

各時代の小金井の特徴、魅力を発信する特別講座の

内容であったが、新型コロナウイルスの感染拡大予

防のため事業を中止した。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

古文書に興味のある方へ基礎知識の習得を支援するとともに、今後も継

続していく予定。受講後、古文書に興味をもった方は自主グループへ参加

する流れとなるので、市史編纂資料の作成に協力してくださる人材発掘、

育成の機会としての意味合いもある。 
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６０ 体育協会・総合型地域スポーツクラブ補助事業 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 

□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｂ Ｂ 

各団体への補助内容を詳細に確認し、精査した。

新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により

中止となった事業があったため、昨年度より参加者

数が減となった。市民ニーズや参加者数に注視し、

各団体に事業の見直し等の働きかけを行っていく。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

各団体の役割に応じた事業実施、補助金額の妥当性について、定期的に

確認・見直しを図りながら団体の活動に対して補助をしていく。 

 

６１ スポーツ開放・学校開放事業 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 

□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｂ Ｂ 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止等の影

響を受け事業の中止があったが、おおむね目標を達

成している。年々参加者が減少している事業につい

ては、参加者数の確保のため、施設や利用団体との

調整、開放日数確保等が課題である。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

児童・生徒の安全確保及び通常の学校教育活動の再開を最優先とするた

め、新型コロナウイルス感染症に対する対策を十分に講じた上で、引き続

き学校や利用団体との連携を図っていく。 

 

６２ 市民体育祭 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 

□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｂ Ｂ 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため１種

目が中止となったが、参加者数はほぼ横ばいであっ

た。さらなるスポーツ振興のため、関係団体との面

接等により、情報共有と問題点の把握、改善策等の

検討を行った。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

引き続き関連団体との連携を密にとり、より良い大会の実施に努めると

ともに、新型コロナウイルス感染症に対する対策も検討し、市民が安全に

参加できる大会の実施に向け、検討する必要がある。 
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施策３ 学びを活かしたまちづくり 担 当 

⑺  歴史に親しむ機会の提供 生涯学習課 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

「玉川上水・小金井桜整備活用計画」（平成 22年 3月策定）に基づき、

関係機関、市民と協働で史跡玉川上水及び名勝小金井（サクラ）のよりよ

い整備活用を図る。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

６３ 名勝小金井（サクラ）復活プロジェクト 

 市民協働でヤマザクラを補植するとともに、小金井（サクラ）整備区間

におけるサクラ並木復活事業の検証をおこなう。周知強化を図るため、Ｐ

Ｒ冊子等を頒布する。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

小金井橋・新小金井橋整備区間の３年目の整備として、東京都及び市民

団体と連携し、２６本のヤマザクラを補植した。前年度に刊行したＰＲ冊

子・クリアファイルを引き続き頒布し周知の強化を図った。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

東京都等と連携しヤマザクラの補植ができ、周知も強化できたことで事

業としては、順調に進んでいると思われる。 

 

６３ 名勝小金井（サクラ）復活プロジェクト 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 

□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ａ 

小金井橋から新小金井橋整備区間３期目は、関係

機関や市民と協働でヤマザクラの補植等を実施し

た。合わせてＰＲ活動も強化することで、史跡玉川

上水及び名勝小金井（サクラ）の整備及び周知の推

進を図ることができた。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

 サクラ並木の整備については、計画的に補植を進めていく。市境周辺の

サクラ並木は東京都・他市と協力しながら事業を行っていく。本事業の意

義について広く市民に周知を図り、理解を得るよう努める。 
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施策３ 学びを活かしたまちづくり 担 当 

⑻  地域人材・リーダーの育成と活用の促進 生涯学習課 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

 市民の求める様々な学習形態や内容に応えるため、地域で生涯学習を支

える人材の育成と積極的な活用を図るとともに、活動をけん引するリーダ

ーの育成に努める。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

６４ ボランティアセミナー 

小平市、国分寺市、小金井市、東京学芸大学と連携し、コーディネータ

ーや学習アドバイザーなどのボランティアを養成する講座を開催する。 

受講者数１６０人 

６５ スポーツ推進委員事業 

学校連携事業や市主催事業への協力等を通して、地域のスポーツ活動を

推進していく。また、障がい者スポーツ指導員（初級）資格取得１３人（５

０％以上）を目指し、研修等への目標参加人数は１１６人（平成３０年度

（前年度実績）とする。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

ボランティアセミナーでは、小平市、国分寺市、小金井市、東京学芸大

学と連携し、各市で必要と考える講座を企画し、実施した。受講者数は、

１０１人であった。前年度のアンケート結果により、内容を充実させるた

め、一講座の時間を１時間から２時間に変更し、講座数を減らした。 

スポーツ推進委員事業では、ニュースポーツ出前教室として各学校へ指

導員派遣を行った。障がい者スポーツ指導員（初級）資格取得者は増加し、

研修への参加者は延べ９２人であった。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

講座受講人数は目標人数に達していた昨年度より減ってしまったが、ボ

ランティアセミナーを受講した人が、継続してあるいは新たにボランティ

ア等に参加してもらえるように努めていく。 

スポーツ推進委員事業は、今後も学校連携事業等を継続していく。障が

い者スポーツ指導員（初級）の資格取得、研修等への参加についても積極

的に推奨していく。 
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６４ ボランティアセミナー 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） 

□ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ａ Ｂ 

小平市、国分寺市、小金井市、東京学芸大学と連

携し、各市で必要と考える講座を企画し、実施した

ところ受講者数は１０１人であった。放課後子ども

教室での子どもの活動を支えるボランティアの育

成を目的の講座を開催したが、参加者が少なかっ

た。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

今後も受講者のアンケートや、前年度の受講内容、受講者数を参考にし

ながら、その年度の講座内容を検討し、広報についても見直す。 

 

６５ スポーツ推進委員事業 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｂ Ｂ 

資格取得率が４８％、研修への参加数が９３人で

あり、目標に達しなかったものの、学校でのスポー

ツ教室等、積極的な活動を行った。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

市事業等への協力の他、委員の自主事業を推進していく。また、障害者

への指導の支援のため、研修等を通して障がい者スポーツ技術・指導力の

向上を目指す。 
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施策４ 学び合いのネットワークづくり 担 当 

⑼  生涯学習の市外との広域連携の推進 図書館 

施 策 内 容 と 

目 的 ・ 目 標 

多様化・高度化する利用者ニーズに応えるために、市外の図書館等と連

携を図っていく。 

事 業 展 開 と 

令 和 元 年 度 の 

計 画 ・ 目 標 

（ Plan ） 

６６ 広域連携 

近隣市の図書館との相互利用の拡充及び、大学図書館利用の推進に努め

る。 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 の 

取 組 状 況 

（ Do ） 

・東京農工大学図書館（小金井、府中） 延べ利用件数 １３１件 

・東京経済大学図書館       延べ利用件数    ７２件 

・紹介状発行                      ８件 

 

大学図書館の利用について、図書館のホームページで周知し、利用の促

進に努めた。 

施 策 の 

進 捗 状 況 

東京農工大学図書館、東京経済大学図書館の利用は順調に増加している。

農工大学図書館は、夏季期間中は市内高校生に学習室の開放も実施してい

る。近隣市の図書館との相互利用拡充については、引き続き努めていく。 

 

６６ 広域連携 

自 己 評 価 （ Check ） 今後の事業展開 

H30 Ｒ１ 評価の説明（成果と課題） □ 拡充 

■ 継続（現状維持） 

□ 見直し（手法等） 

□ 廃止（縮小） 
Ｂ Ｂ 

近隣市の図書館との連携に努めた。 

今 後 の 方 向 性 

と 改 善 策 

（ Action ） 

小金井市民が大学図書館や近隣市の図書館を直接来館して利用できる

ようなど、相互連携体制を整えていくためには、長期的な視点で取り組ん

でいく必要がある。また、大学（学生）の強みを図書館事業に活用できな

いか引き続き検討を重ねていく。 
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令和２年度 点検及び評価に係る学識経験者の意見 

 

小金井市教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６

条第２項及び小金井市教育委員会の事務の管理及び執行の状況についての

点検及び評価の実施に関する要綱に基づき、令和２年度（令和元年度評価分）

における小金井市教育委員会の点検及び評価を実施するに当たり、学識経験

者から御意見をいただきました。 

 

  釼持 勉 委員（元帝京大学・帝京科学大学教授） 

１ 各事業に対して 

様々な事業がコロナの影響があり、順調な事業になっているとは言い

切れない。しかし、学校教育、生涯学習において児童・生徒に対して魅

力ある学校づくり、市民目線で全世代型の啓発にも意欲的である。今後

のコロナ対策が各事業の停滞や低下にならない創意工夫をしていくこと

が使命となる。 

 

２ 学校教育関係 

  ⑴ 教員研修などの充実に期する必要性がある。コロナの影響で教員

の資質の課題、特に若手教員の資質についての停滞なども考えられ

る。その結果として学校差・学力差が顕著に出ていないか十分に把

握してコロナ禍においても推進しなければなりません。 

   新学習指導要領完全実施の小学校、並びに来年度に完全実施となる

中学校での主体的・対話的で深い学びがどの程度達成されているか

を把握して、極力影響の出ない方策を出して日々の授業の充実を期

待したい。with コロナの中での推進にも待ったなしである。 

  ⑵ 各職層に対するレベルアップが図れているか、管理職のマネジメ

ント力が遺憾なく発揮されているか、人材育成が滞っていないか細

心の注意を払う必要がある。特に､主任層の力量発揮の場をどのよ

うに位置づけていくか行政の手腕と各校の発想・着想・構想の段階

の工夫が欠かせない。また、来期の初任者は教育実習なしの学生等

が考えられ、今から初任者研修の在り方を事前指導などで学校教育

の実情を周知して教壇に立てるよう配慮する必要がある。 

  ⑶ 次年度への要望として、2022 年度をメドにして小学校高学年の教

科担任制が導入される見込みである。その実施に向けての準備を段

階的に進めていくことが重要である。教科の専門性、進路指導の力

量、学級経営力、児童理解の高まりが最優先課題となる。また、学

校の人的措置が適正に実施されるよう行政からの働きかけを願い

たい。 
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３ 生涯学習関係 

  ⑴ コロナ禍において図書館事業ほど脚光を浴びたことはない、学び

の場の確保として市民が求めていたことが改めて認識ができたと

判断できる。今後、全世代型の読書活動の推進に向けて啓発活動を

していくことが不可欠となる。また、子どもの居場所としての放課

後子ども教室や､校庭開放も大きな役割を果たすことが求められて

いる。児童・生徒の居場所を様々な角度から検証して市民の総意に

基づいた諸事業を期待したい。 

 

４ まとめ 

   コロナ禍の中での事業の推進をしていくためにも、最大限感染症対策

を優先しつつ、前に進めていく行政でなくてはならない。「〇〇しない」

対策ではなく、「こうすればできる」道筋を各事業で展開して小金井市

の学校教育、生涯学習の推進をしていってもらいたい。  

 

  腰越 滋 委員（東京学芸大学 准教授） 

今回評価の令和元年度は、｢第２次 明日の小金井教育プラン(平成２８

年度から令和２年度まで)｣及び｢第３次 小金井市生涯学習推進計画｣の、

それぞれ４年度目ということになる。従前と同様、前年度との比較の観点

を中心に据え、議論を展開したい。 

 

まず「学校教育」であるが、前回４３項目から今回は４１項目が、点検

及び評価対象項目となっている(前回項目の｢40.校務用ＩＣＴ機器の整

備｣と｢42.非構造部材整備事業｣は、整備完了のため割愛されたものと思料

する)。コロナウイルス感染防止対策として、令和２年３月２日からの市

内全小･中学校で臨時休校の対応をせざるをえなかったにも拘わらず、そ

の影響下においても、評価がＣ･Ｄに下降する項目が無かったことは喜ば

しい。 

 ここではひとまず、変動が見られた評価項目について言及すると、｢20.

いじめ、不登校等に対する組織的な教育相談の実施｣がＳからＡに戻った

理由が不分明であった。というのは、前回と今回の記載内容が全て同一だ

ったからである。評価が下がることが悪いわけではなく、変動理由①の記

載があった方が分かりよいのではなかろうか。 

 逆に理由記載が見られたのは、ＢからＳにランクアップした｢38.学校と

地域の連携事業の実施｣である。緑小学校がコミュニティ･スクール研究校

に指定されたことが大きいと分かったが、その活動内容が少しでも伝わる

ような記載があるとよいのではないか。紙幅の都合があるのであれば、最

終閲覧日を記載した上で、ＵＲＬを紹介しておく等の手立ては考えられよ

う。 

(http://www.koganei.ed.jp/~midories/4_comschool/comschool.html ；
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最終閲覧日 2020 年 10 月 16 日)。 

 全体に報告書の表記の形式が固定化しているのは、やや残念だ。勿論、

記載内容を変えすぎると全体の調和を損なうというデメリットはあるの

かもしれない。だが、例えば｢38.学校と地域の連携事業の実施｣などでよ

り肝要と思われるのは、連携事業の内容を評価することなのではないか。 

ＷＥＢサイトには(http://www.koganei.ed.jp/~midories/4_comschool/ 

image/cs_panph-2.png；最終閲覧日 2020 年 10 月 16 日)、コミュニティス

クールの概念図の説明もあるようなので、次年度以降は多少なりとも連携

事業の内容評価についても言及してみてはどうか。というのは、内容をみ

ることで、例えば上記の｢20.いじめ、不登校等に対する組織的な教育相談

の実施｣が評価を下げた理由なども、より説得的なものとして読者に伝わ

るだろうからである。 

  

続いて、｢生涯教育｣の各事業について言及する。概要(３８頁)にあるよ

うに、｢49.おはなし会事業｣がＣからＢ評価に上がる一方で、｢59.古文書

講座｣がＢからＤ評価に、｢64.ボランティアセミナー｣はＡからＢ評価に、

それぞれ下がっている。このうち｢59.古文書講座｣はコロナ禍での事業中

止なので不可避的な事態と見做すとしても、｢64.ボランティアセミナー｣

はやや残念な結果であった。東京学芸大学に奉職しながら、学生の参加状

況を知らない自身の反省もあるが、令和２年度事業評価などを睨むと、オ

ンライン開催もありうるのではなかろうか。コロナ禍での制約もさること

ながら、受講者数が評価の指標(インディケーター)とされるのであれば、

オンライン実施は 1 つの突破口にはなる。というのは、宣伝さえ巧く行え

ば、オンラインで受講者数を増やすことは、対面よりは遙かに容易だと思

料されるからである。 

 総じて、令和元年度末からのコロナ禍で、教育現場も予想だにしなかっ

た対応を強いられているわけであるが、これを好機とみる考え方もあって

よいのではないだろうか。言うは易く行うは難しであることを承知しつ

つ、敢えて書かせて頂くと、ＡＲ②(Augmented Reality；仮想現実[感])

やＶＲ(Virtual Reality；人工現実[感])の持つ可能性を含めて、次年度

以降の教育施策を講じていく局面(フェイズ)に入ってきた、ということな

のではないか。即ち｢with コロナ時代｣の教育現場で、どういう施策をう

てるのかを考えてみる必要はあるということだ。 

 無論各家庭のＰＣ環境などに差があり、教育格差の拡大が喧伝されるリ

スクは孕む。だが、新聞報道などによると、不登校の児童・生徒がオンラ

インなら授業参加できるようになるなどの、当初思いもよらなかった事態

も生起している。 

前年度のコメントで、｢society5.0③の時代に突入したといわれる社会

に、いちはやく教育現場が対応しようとしていることを示すこと｣と書か

せて頂いたが、これがより現実味を帯びているのが、令和元年度末からの

世界が、パンデミックの状態に置かれた現況と言えよう。その中でも文教
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地区と目される小金井市にあっては、手立てを講じていけるのではない

か。 

先に、ＰＣ環境の差が教育格差の拡大を生むリスクについて言及した

が、携帯端末に関しては親の社会経済的地位(ＳＥＳ；Socio-economic 

Status )に関わりなく、子ども達の所持率が上がっていくことが予測され

る。と同時に、５Ｇと呼ばれる｢携帯端末で利用される第５世代移動通信

システム｣が、ここ数年の後には汎用化されるものと予測される。すると、

オンライン授業参加を携帯端末から行う大学生や高校生はもとより、これ

が義務教育段階の児童・生徒にまで広がる可能性は否定できない。 

そうしたことをも見据えながら、対面式とオンラインでのバランスを考

えた、いわば不易流行を視野に入れた教育施策を策定していくことが求め

られているのではあるまいか。 

 

<注> 

① ２０２０年１０月１６日(金)の市教委点検･評価等会議において、不

登校者数増加が評価ダウンの理由との説明を受けて分かった。今後は個

別最適化を目指し、目標を児童･生徒の将来の社会的自立を目指す方向

に変えていくとのことでもあったので、量的変動とは違う評価指標が次

年度以降には盛り込まれることも期待できよう。 

② オーギュメンテッド･リアリティー。実世界から得られる知覚情報に、

コンピューターで情報を補足したり、センサーによる情報を加えて強調

したりする技術の総称。専用のゴーグルや機器などを通して見た現実の

風景に、電子情報を重ね合わせて表示するもの。拡張現実感、強調現実

とも。現実世界と仮想世界（バーチャル･リアリティー）を合わせるこ

とから、複合現実（ミクスト･リアリティー）ともいう。 

③ ｢Society5.0 とは｣、内閣府 Webサイト     

(https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/；最終閲覧日 2020 年 10 月

16 日) 

 

  三浦 巧也 委員（東京農工大学 准教授） 

【学校教育】 

・ 小学校では新学習指導要領が始まり、特別な配慮が必要な児童に対

して、個々の特性に合わせた学習指導が通常学級でも期待されていま

す。特別な配慮が必要な児童・生徒の特性を踏まえた学習のあり方に

ついて研修等で研鑽することや、特別支援教室・学級の教諭との協働

がより図られることが望ましいと述べさせていただきました。教育委

員会より、保護者会等で、「個別最適化」を目指し、認知や行動面で

の成長を促す取り組みについて伺いました。ＩＣＴ等を活用して、児

童・生徒の個性が発揮されることを願います。  
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・ 家庭学習について、まずは基本的な調査が必要であると述べさせて

いただきました。調査結果に基づいて、家庭学習を保護者と共に取り

組む姿勢が大事であると指摘いたしました。教育委員会からは、家庭

学習で大事なことは、児童・生徒が自ら学ぶ仕組みを作ることだと伺

いました。保護者は、塾に行かせて満足しているケースが多いそうで

す。児童・生徒の学習に向かう動機を高め、どのように自ら課題を設

定し取り組む力を養うのかが今後の課題であると思われます。  

 

・ いじめや不登校への支援の現状について、評価の説明欄にスクール

ソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の取り組みの記載がないことを指摘し

ました。また、適応指導教室や民間施設との連携についても記載がな

いことを指摘しました。教育委員会より、不登校対策については、Ｓ

ＳＷの家庭訪問や医師による支援等、幅広く取り組んでいることを伺

いました。また、民間施設との連携については、学校側から施設に積

極的に働きかけていることや、児童・生徒個々の現状に合わせた対応

を行っている実情を伺いました。そして、今後は、新型コロナウイル

スの影響によるいじめが生じないように、人権教育にも力を入れてい

きたいという意見も伺いました。 

 

【生涯学習】 

・ 子どもの居場所づくりについて、小学校では充実しているが、中学

校での取り組みが積極的ではないことを指摘しました。教育委員会よ

り、中学校では２校（一中、緑中）では放課後カフェや補習の取り組

みがなされているが、今後の拡充は予定していないと伺いました。し

かしながら、小学校においてはコミュニティ・スクール（緑小）が展

開され、様々な取り組みがなされることを伺いました。今後は、児童・

生徒の「個別最適化」を促す取り組みとして、放課後の居場所が家庭

学習と連動し、よりよい子どもたちの暮らしと学びの機会が提供され

ることを期待します。 
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参考資料 

 

 

１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162 号） 

 

（抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第二十六条   教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定

により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項

の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び

執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、

これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。  

２  教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識

経験を有する者の知見の活用を図るものとする。 

 

 

２ 小金井市教育委員会の事務の管理及び執行の状況についての点検及び

評価の実施に関する要綱（平成 21 年 10 月 28 日制定） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号）第２７条第１項の規定に基づき、小金井市教育委員会（以

下「教育委員会」という。）の権限に属する事務の管理及び執行の状況につい

ての点検及び評価（以下「点検及び評価」という。）を行い、課題や取組の方

向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図ること

を目的とする。  

（実施方法）  

第２条 点検及び評価は、小金井市教育委員会の基本方針に基づく主要な施策

（毎年度策定）を対象とする。 

２ 点検及び評価は、前年度の施策及び事業の進ちょく状況を総括するととも

に、課題や今後の取組の方向性を示すものとし、毎年度１回実施する。  

３ 教育委員会は、前年度の施策及び事業の進ちょく状況等を取りまとめ、次

条の点検及び評価に関する有識者の意見を聴取した上で、点検及び評価を行

うものとする。  

（点検及び評価に関する有識者） 

第３条 教育委員会は、点検及び評価を行うに当たり、教育に関して学識経験

を有する者の知見の活用を図るため、点検及び評価に関する有識者（以下「有

識者」という。）を置く。  

２ 有識者の定数は、３人以内とする。  

３ 有識者は、教育に関して学識を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。 
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４ 有識者の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。  

５ 有識者に欠員が生じた場合の補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。  

（議会報告及び公表）  

第４条 教育委員会は、点検及び評価に関する報告書を作成して小金井市議会

へ提出するとともに、公表するものとする。  

（庶務） 

第５条 点検及び評価の実施に関する庶務は、学校教育部庶務課において行う。 

付 則 

（施行期日）  

１ この要綱は、平成２０年１０月２８日から施行する。 

（経過措置）  

２ 平成２０年度に実施する点検及び評価に限り、第２条第１項中「小金井市

教育委員会の基本方針に基づく主要な施策（毎年度策定）」とあるのは、「小

金井市教育委員会の基本方針に基づく学校教育の指導目標、社会教育の目標」

とする。 

 

 

３ 令和元年度教育委員会運営状況  

 

⑴ 会議 

定例会  １２ 回 

 

⑵ 教育長及び委員 

委員名 任  期 備   考 

大熊 雅士 自 ３０．１０． １ 

至  ３． ９．３０ 

教育長（３０．４．１就任）  

鮎川 志津子 自 ２８．１２． １ 

至  ２．１１．３０ 

教育長職務代理者 

福元 弘和 自 ３０． ４． １ 

至  ４． ３．３１ 

 

岡村 理栄子 自 ３０． ４． １ 

至  ４． ３．３１ 

 

浅野 智彦 自 ２９． ７．１１ 

至  ３． ７．１０ 
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 ⑶ 定例会の審議事項  

会 議 名 

年 月 日 
審     議     事     項 

第  ４  回 

定 例 会 

31.4.15 

代 処 第 ６ 号 

 

代 処 第 ７ 号 

 

代 処 第 ８ 号 

 

選 第 １ 号 

報 告 事 項 

 

 

 

 

 

 

小金井市教育委員会事務局組織規則の一部を改正す

る規則に関する代理処理について 

小金井市教育委員会教育長事務決裁及び専決規程の

一部を改正する規程に関する代理処理について 

小金井市公民館企画実行委員の解嘱に関する代理処

理について 

小金井市長期計画審議会委員の推薦について  

１ 平成３１年第１回小金井市議会定例会について  

２ 平成３１年度学級編制について  

３ 寄附の収受について 

４ 小・中学校教育管理職及び教員の異動について  

５ 教育課程の届出報告について 

６ その他 

７ 今後の日程 

第  ５  回 

定 例 会

元.5.14 

代 処 第 ９ 号 

 

報 告 事 項 

 

 

 

小金井市公民館企画実行委員の委嘱に関する代理処

理について 

１ 令和２年度使用小学校教科用図書の採択につい

て 

２ 中学校合唱鑑賞教室について 

３ その他 

４ 今後の日程 

第 ６ 回 

定 例 会 

元.5.28 

代処第１０号 

 

報 告 事 項 

 

 

 

 

議 案 第 ６ 号 

小金井市公民館企画実行委員の委嘱に関する代理処

理について 

１ 小学校オーケストラ鑑賞教室について  

２ 平成３０年度小金井市立小・中学校の不登校児

童・生徒数について 

３ その他 

４ 今後の日程 

職員の人事上の措置について 

第  ７  回 

定 例 会 

元.7.9 

代処第１２号 

 

 

代処第１３号 

 

 

報 告 事 項 

 

小金井市立小金井第一小学校、小金井市立東小学校及

び小金井市立東中学校校医の解嘱に関する代理処理

について 

小金井市立小金井第一小学校、小金井市立東小学校及

び小金井市立東中学校校医の委嘱に関する代理処理

について 

１ 学校施設の長寿命化計画策定の庁内体制につい

て 
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代処第１１号 

代処第１４号 

２ 令和２年度使用小学校教科用図書の採択につい

て 

３ 海の移動教室について 

４ その他 

５ 今後の日程 

職員の退職に関する代理処理について 

職員の分限処分に関する代理処理について  

第 ８ 回 

定 例 会

元.7.30 

議 案 第 ７ 号 

報 告 事 項 

 

議 案 第 ８ 号 

令和２年度使用小学校教科用図書の採択について  

１ その他 

２ 今後の日程 

職員の人事異動について 

第 ９ 回 

定 例 会 

元.8.27 

議 案 第 ９ 号 

 

議案第１０号 

 

議案第１１号 

 

議案第１２号 

議案第１３号 

協 議 第 ２ 号 

 

選 第 ２ 号 

報 告 事 項 

 

 

 

 

 

 

令和元年度小金井市教育委員会の権限に属する事務

の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

令和２年度小金井市立中学校使用教科用図書の採択

について 

令和２年度小金井市立小・中学校特別支援学級使用教

科用図書の採択について 

小金井市社会教育委員の委嘱について  

小金井市公民館運営審議会委員の委嘱について 

小金井市公民館中長期計画策定に係る中間報告につ

いて 

小金井市奨学資金運営委員会委員の推薦について  

１ 令和元年第２回小金井市議会定例会について  

２ いじめ防止条例検討委員会について  

３ 小学校６年生の林間学校について  

４ 小金井市総合体育館及び栗山公園健康運動セン

ターの長期修繕計画について 

５ その他 

６ 今後の日程 

第 １ ０ 回 

定 例 会 

元.10.7 

代処第１５号 

 

代処第１６号 

 

議案第１４号 

協 議 第 ３ 号 

報 告 事 項 

 

 

 

 

小金井市公民館企画実行委員の解嘱に関する代理処

理について 

小金井市公民館運営審議会委員の委嘱に関する代理

処理について 

小金井市図書館協議会委員の委嘱について  

教育委員会教育目標の改定について  

１ 中学校第２学年の山の移動教室について  

２ 小金井市貫井北センター事業運営委託（図書館）

及び小金井市東センター事業運営委託（図書館）に

係る評価報告書について 

３ 小金井市貫井北センター事業運営委託（公民館）
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代処第１７号 

代処第１８号 

代処第１９号 

代処第２０号 

及び小金井市東センター事業運営委託（公民館）に

係る評価報告書について 

４ その他 

５ 今後の日程 

職員の退職に関する代理処理について  

職員の人事異動に関する代理処理について  

職員の人事異動に関する代理処理について  

職員の分限処分に関する代理処理について  

第 １ １ 回 

定 例 会 

元.10.29 

選 第 ３ 号 

協 議 第 ４ 号 

協 議 第 ５ 号 

報 告 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

代処第２１号 

代処第２２号 

小金井市奨学資金運営委員会委員の推薦について  

教育委員会教育目標の改定について  

教育に関する事務に係る予算に対する意見について  

１ 令和元年第３回小金井市議会定例会について  

２ 令和２年度新入学児童・生徒 

について 

３ 令和元年度結核対策委員会の開催結果について  

４ 「青少年のための科学の祭典」東京大会㏌小金井

について 

５ その他 

６ 今後の日程 

職員の人事異動に関する代理処理について  

職員の退職に関する代理処理について  

第 １ ２ 回 

定 例 会 

元.12.10 

代処第２３号 

 

議案第１５号 

報 告 事 項 

 

 

 

 

教育委員会事業場安全衛生委員会委員の任命に関す

る代理処理について 

小金井市教育委員会の教育目標について  

１ 令和元年第４回小金井市議会定例会について  

２ 小学校連合音楽会について 

３ 令和元年度成人の日記念行事について  

４ その他 

５ 今後の日程 

第 １ 回 

定 例 会 

2.1.14 

代 処 第 ３ 号 

 

議 案 第 １ 号 

 

 

元議案第 15 号 

議 案 第 ２ 号 

 

報 告 事 項 

 

 

小金井市公民館運営審議会委員の委嘱に関する代理

処理について 

教科書の採択方法に関する請願書 

令和元年議案第１５号小金井市教育委員会の教育目

標についての訂正 

小金井市教育委員会の教育目標について  

小金井市教育委員会の基本方針及び令和２年度教育

施策について 

１ 東京２０２０オリンピック聖火リレーについて  

２ その他 

３ 今後の日程 
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代 処 第 １ 号 

代 処 第 ２ 号 

職員の分限処分に関する代理処理について 

職員の分限処分に関する代理処理について  

第 ２ 回 

定 例 会 

2.2.17 

議 案 第 １ 号 

議 案 第 ３ 号 

 

議 案 第 ４ 号 

議 案 第 ５ 号 

 

 

協 議 第 １ 号 

 

協 議 第 ２ 号 

報 告 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代 処 第 ３ 号 

代 処 第 ４ 号 

代 処 第 ５ 号 

代 処 第 ６ 号 

代 処 第 ７ 号 

代 処 第 ８ 号 

議 案 第 ６ 号 

教科書の採択方法に関する請願書 

小金井市立学校の管理運営に関する規則の一部を改

正する規則 

小金井市学校運営協議会に関する規則  

小金井市総合体育館及び小金井市栗山公園健康運動

センターの指定管理者の指定に関する議案の提出依

頼について 

小金井市教育相談所、もくせい教室の今後の在り方に

ついて 

成年年齢引き下げに伴う成人の日記念行事について  

１ 令和元年度小金井市小・中学校連合作品展につい

て 

２ 第１１回中学校「東京駅伝」大会について 

３ 令和元年度「小金井教育の日」について  

４ 令和元年度小金井市教育委員会児童・生徒表彰に

ついて 

５ 働き方改革キャンペーンについて  

６ 東京２０２０オリンピック競技大会のボランテ

ィア募集について 

７ その他 

８ 今後の日程 

職員の人事異動に関する代理処理について  

職員の退職に関する代理処理について  

職員の分限処分に関する代理処理について 

職員の分限処分に関する代理処理について  

職員の人事上の措置に関する代理処理について 

職員の人事異動に関する代理処理について  

校長・副校長の任命（転任・新任）に係る内申につい

て 

第 ３ 回 

定 例 会 

2.3.27 

議 案 第 ７ 号 

 

議 案 第 ８ 号 

 

議 案 第 ９ 号 

 

議案第１０号 

議案第１１号 

議案第１２号 

小金井市教育委員会事務局組織規則の一部を改正す

る規則 

小金井市教育委員会事務専決規則の一部を改正する

規則 

小金井市教育委員会職員の休日、休暇等に関する規程

の一部を改正する規程 

小金井市立東小学校学校薬剤師の解嘱について 

小金井市立東小学校学校薬剤師の委嘱について 

令和２年度緑小学校学校運営協議会の設置について  
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議案第１３号 

議案第１４号 

議案第１５号 

 

議案第１６号 

 

議案第１７号 

 

議案第１８号 

議案第１９号 

議案第２０号 

報 告 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

代 処 第 ９ 号 

代処第１０号 

代処第１１号 

代処第１２号 

議案第２１号 

小金井市立中学校部活動指導員配置規則  

小金井市学校事務共同実施に関する規則  

学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼

職等に関する事務取扱規程の一部を改正する規程  

小金井市公立学校職員出勤簿整理規程の一部を改正

する規程 

小金井市公立学校職員服務規程の一部を改正する規

程 

小金井市立学校事案決定規程の一部を改正する規程  

小金井市公民館処務規程の一部を改正する規程 

小金井市公民館条例施行規則の一部を改正する規則  

１ 新型コロナウイルスの対応について  

２ 令和元年度働き方改革のまとめ及び令和２年度

働き方改革の計画について 

３ 地域学校協働活動について 

４ その他 

５ 今後の日程 

６ 令和２年度小金井市立学校長・副校長等の人事異

動について 

職員の分限処分に関する代理処理について  

職員の分限処分に関する代理処理について 

職員の分限処分に関する代理処理について  

職員の併任に関する代理処理について  

職員の人事異動について 
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４ 令和元年度 小金井市立小・中学校 学校行事・連合行事等日程表  

番号 行事等 一小 二小 三小 四小 東小 前原小 本町小 緑小 南小 一中 二中 東中 緑中 南中
５／２２（水） ５／２７（月） ５／２９（水） ６／３（月） ６／５（水） ６／１０（月） ５／１３（月） ５／１５（水） ５／２０（月）

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

５／２４（金） ５／２９（水） ５／３１（金） ６／５（水） ６／７（金） ６／１２（水） ５／１５（水） ５／１７（金） ５／２２（水）

７／３０（火） ７／２８（日） ８／７（水） ８／３（土） ８／５（月） ７／２４（水） ７／２２（月） ８／１（木） ７／２６（金）

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

８／１（木） ７／３０（火） ８／９（金） ８／５（月） ８／７（水） ７／２６（金） ７／２４（水） ８／３（土） ７／２８（日）

９／１１（水） ６／２６（水） ９／１６（月） ９／１８（水） １０／２（水）

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

９／１３（金） ６／２８（金） ９／１８（水） ９／２０（金） １０／４（金）

９／４（水） ９／２２（日） ９／２７（金） ９／１２（木） ９／１５（日）

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

９／６（金） ９／２４（火） ９／２９（日） ９／１４（土） ９／１７（火）

5 特別支援学級移動教室

6 小学校オーケストラ鑑賞教室

7 中学校合唱鑑賞教室

8 連合音楽会

9 連合作品展

10 小金井教育の日

11 始業式・入学式

12 修了式

13 卒業式

14 周年行事 １１/１（金）

15 研究発表会 ２/１４（金） ６/２８（金）

運動会 運動会 運動会 運動会 運動会 運動会 運動会 運動会 運動会 運動会 運動会 運動会 体育会 体育大会

１０／５（土） ９／２８（土） １０／５（土） ９／２８（土） ９／２８（土） １０／５（土） １０／５（土） １０／５（土） １０／５（土） ６／１（土） ６／１（土） ６／１（土） ６／１（土） ５／２５（土）

展覧会 展覧会 音楽会 学習発表会 学芸会 けやき祭 学芸会 みどりの発表会 学習発表会 ふじがね祭 音楽祭 合唱コンクール 文化発表会 合唱コンクール

１１／１５（金） １１／１５（金） １１／１５（金） １１／１４（木） １１／２９（金） １１／１５（金） １１／１５（金） １１／１５（金） １１／１５（金） １０／2８（月） １０／３０（水） １０／１９（土） １０／１５（火） １０／２３（水）

１１／１６（土） １１／１６（土） １１／１６（土） １１／１５（金） １１／３０（土） １１／１６（土） １１／１６（土） １１／１６（土） １１／１６（土） １０／１６（水）

１１／１６（土）

２／５(水)　(小金井　宮地楽器ホール)

17 文化的行事

　　　　　　　　　　　　修了式３／２５（水）　

卒業式３／２５（水） 　　　　　　　　　　　　卒業式３／１９（木）

５／１７（金）　（武蔵野市民文化会館）

16 体育的行事

修了式３／２４（火）　　

修学旅行（中３年）

梅の実６／６（木）～６／７（金）・さくら１０/１７（木）～１０/１８（金）・ひまわり１０/１７（木）～１０/１８（金）

4

５／１０（金）　（武蔵野市民文化会館）

Ｇ組　５/１５（水）～５/１７（金）　・６組　５／１５（水）～１７（金）

1

林間学校（小６年）

海の移動教室（小５年）

3 山の移動教室（中２年）

2

１０／２５(金)　（小金井　宮地楽器ホール)

１／２４(金)～１／２８(火)　(小金井　宮地楽器ホール)

始業式・入学式４／８（月）　　 始業式４／８（月）　入学式４／９（火）　
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